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議案第  71  号

　　　令和 8 年度富山県一般会計補正予算（第 1 号）

　令和８年度富山県の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9 ,070 ,711 千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 642 ,886 ,086 千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費）

第�２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 213 条第１項の規定により翌年度に

繰り越して使用することができる経費は、「第２表　繰越明許費」による。

　（債務負担行為の補正）

第�３条　債務負担行為の補正は、「第３表　債務負担行為補正」による。

　　令和 8  年 6  月10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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第 1 表　歳入歳出予算補正

歳　　　　入
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

10 国 庫 支 出 金 63 ,402 ,076 6 ,150 ,594 69 ,552 ,670

2 国 庫 補 助 金 39 ,015 ,656 6 ,123 ,411 45 ,139 ,067

3 委 託 金 861 ,624 27 ,183 888 ,807

13 繰 入 金 26 ,059 ,903 223 ,000 26 ,282 ,903

2 基 金 繰 入 金 19 ,970 ,737 223 ,000 20 ,193 ,737

15 諸 収 入 77 ,503 ,730 2 ,697 ,117 80 ,200 ,847

4 貸付金元利収入 67 ,584 ,537 2 ,500 ,000 70 ,084 ,537

7 雑　　　　　　 入 6,923 ,290 197 ,117 7 ,120 ,407

補正されなかった款項に係る額 466 ,849 ,666 466 ,849 ,666

歳 入 合 計 633 ,815 ,375 9 ,070 ,711 642 ,886 ,086

歳　　　　出
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 総 務 費 40 ,939 ,951 31 ,183 40 ,971 ,134

1 総 務 管 理 費 21 ,591 ,628 10 ,325 21 ,601 ,953

2 企 画 費 8,474 ,372 19 ,700 8 ,494 ,072

7 防 災 費 3,107 ,595 1 ,158 3 ,108 ,753
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3 民 生 費 59 ,686 ,807 250 ,000 59 ,936 ,807

1 社 会 福 祉 費 38 ,001 ,841 250 ,000 38 ,251 ,841

4 衛 生 費 35 ,722 ,712 1 ,443 ,444 37 ,166 ,156

2 環 境 衛 生 費 518 ,640 11 ,250 529 ,890

4 医 務 費 5,646 ,529 1 ,432 ,194 7 ,078 ,723

6 農 林 水 産 業 費 35 ,374 ,461 316 ,400 35 ,690 ,861

1 農 業 費 8,165 ,428 301 ,400 8 ,466 ,828

3 農 地 費 16 ,015 ,675 15 ,000 16 ,030 ,675

7 商 工 費 70 ,295 ,607 4 ,358 ,714 74 ,654 ,321

1 商 業 費 65 ,225 ,248 2 ,671 ,480 67 ,896 ,728

2 工 鉱 業 費 4,285 ,056 1 ,686 ,234 5 ,971 ,290

3 観 光 費 785 ,303 1 ,000 786 ,303

8 土 木 費 60 ,104 ,477 53 ,000 60 ,157 ,477

6 住 宅 費 1,711 ,503 53 ,000 1 ,764 ,503

9 警 察 費 28 ,168 ,824 26 ,400 28 ,195 ,224

2 警 察 活 動 費 731 ,885 26 ,400 758 ,285

10 教 育 費 118 ,540 ,975 2 ,591 ,570 121 ,132 ,545

1 教 育 総 務 費 14 ,376 ,916 2 ,572 ,240 16 ,949 ,156

4 高 等 学 校 費 27 ,190 ,215 966 27 ,191 ,181
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5 特別支援学校費 11 ,093 ,125 312 11 ,093 ,437

8 保 健 体 育 費 7,236 ,645 18 ,052 7 ,254 ,697

補正されなかった款項に係る額 184 ,981 ,561 184 ,981 ,561

歳 出 合 計 633 ,815 ,375 9 ,070 ,711 642 ,886 ,086
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第 2 表　繰越明許費

　
（単位　千円）

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

10 教 育 費 4 高 等 学 校 費
高等学校校舎等リフレッ
シュ事業費

457 ,830
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第 3 表　債務負担行為補正

　追　　加
（単位　千円）

事　　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　　度　　　額

県営農地整備事業東中野新

地区ほ場整備第５工区工事

令和９年度から

令和11年度まで

670 ,000

産業イノベーション人材育

成等に資する高等学校等教

育改革促進事業

令和９年度 166 ,000
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議案第  72  号

　　　令和 8 年度富山県港湾施設特別会計補正予算

　　　 （第１号）

　令和８年度富山県の港湾施設特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

　（債務負担行為の補正）

　債務負担行為の補正は、「第１表　債務負担行為補正」による。

　　令和 8  年 6 月 10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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第１表　債務負担行為補正

　変　　更
（単位　千円）

補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

事　　　　項 期　　間 限  度  額 事　　　　項 期　　間 限  度  額

引船リース事業 令和９年度

から

令和18年度

まで

316 ,250 引船リース事業 令和９年度

から

令和18年度

まで

319 ,000
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議案第  73  号

　　　令和 8 年度富山県病院事業会計補正予算（第 1 号）

第�１条　令和８年度富山県病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

第�２条　令和８年度富山県病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

　　　　 （科　目）　　　　　 （既決予定額）　　（補正予定額）　　　　　（計）

　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入

　第１款　病院事業収益	 32 ,479 ,067千円	 895 ,875千円� 33 ,374 ,942千円

　　第２項　医業外収益	 3 ,776 ,877千円	 895 ,875千円� 4 ,672 ,752千円

第３条　予算第９条中「 2 ,756 ,803 千円」を「 3 ,652 ,678 千円」に改める。

　　令和 8  年 6  月10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　



富山県手数料条例一部改正の件

10―　　―

議案第  74  号

富山県手数料条例一部改正の件

　富山県手数料条例の一部を次のように改正する。

　　令和 8  年 6  月 10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県手数料条例の一部を改正する条例

　富山県手数料条例（平成12年富山県条例第10号）の一部を次のように改正する。

　別表第１の 373 の項中「次項」の次に「、   376 の項及び 377 の項」を加え、同表

の 376 の項及び 377 の項を次のように改める。 

 376 　都市計画法第29条第１項又は

第２項の規定に基づく開発行為の

許可の申請に対する審査

開発行為許可申請

手数料

許可申請１件につき、次

に掲げる額を合算した額 

⑴�　 870 ,000 円の範囲内

において、開発区域の

面積の区分に応じ規則

で定める額

⑵�　 600 ,000 円に当該申

請に係る断面数を乗じ

て得た額

 377 　都市計画法第35条の２の規定

に基づく開発行為の変更の許可の

申請に対する審査

開発行為変更許可

申請手数料

変更許可申請１件につき、 

次に掲げる額を合算した

額

⑴�　次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定め

る額を合算した額（そ

の額が 870 ,000 円を超

えるときは、   870 ,000 

　円）

ア�　開発行為に関する

設計の変更（イのみ

に該当する場合を除

く。）  　開発区域の

面積（イに規定する
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　　　附　則

　 （施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　 （経過措置）

２�　この条例の施行の際現になされている申請に係る手数料の額については、この

条例による改正後の別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　�変更を伴う場合にあ 

っては変更前の開発

区域の面積、開発区

域の縮小を伴う場合

にあっては縮小後の

開発区域の面積）に

応じ前の項の規定に

基づき規則で定める

額に10分の１を乗じ

て得た額

　イ�　新たな土地の開発

区域への編入に係る

都市計画法第30条第 

１項第１号から第４

号までに掲げる事項

の変更　新たに編入

される開発区域の面

積に応じ前の項の規

定に基づき規則で定

める額

　ウ　その他の変更

　　10 ,000円

⑵�　 600 ,000 円に当該申

請に係る断面数を乗じ

て得た額
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議案第  75  号

富山県税条例一部改正の件

　富山県税条例の一部を次のように改正する。

　　令和 8  年 6  月 10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県税条例の一部を改正する条例

　富山県税条例（昭和29年富山県条例第16号）の一部を次のように改正する。

　第37条の２各号列記以外の部分中「及び第５条の６第１項」を「並びに第５条の

６第１項及び第２項」に改める。

　第38条の３第１項中「第 317 条の３の３第１項若しくは第２項」を「第 317 条の

３の３第１項若しくは第３項」に、「第45条の３の３第１項若しくは第２項」を 

「第45条の３の３第１項若しくは第３項」に改める。

　第72条第１項中「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律（昭和30年法

律第37号）」を「同法」に改める。

　第75条第３項第２号ア中「第37条の18第３項」を「第37条の19第３項」に改める。

　第85条第３項第２号ア中「第37条の18第３項」を「第37条の19第３項」に改め、

同条第４項第１号中「第37条の18第３項第２号」を「第37条の19第３項第２号」に

改める。

　附則第１条の２の３中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。

　附則第３条第１項中「令和20年度」を「令和25年度」に、「平成21年から令和７

年まで」を「平成21年から令和12年まで」に改め、同条第３項中「同条第16項」を

「同条第12項」に改める。

　附則第５条中「附則第７条の３第１項」の次に「及び第２項」を加える。

　附則第５条の10第１項各号列記以外の部分中「第37条の18第１項」を「第37条の

19第１項」に改める。

　附則第５条の11第２項第２号中「第37条の18第１項」を「第37条の19第１項」に、

「第37条の18第３項」を「第37条の19第３項」に改め、同項第３号中「第37条の18

第１項」を「第37条の19第１項」に、「第37条の18第３項第２号」を「第37条の19

第３項第２号」に改める。
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　附則第５条の12第１項中「第37条の18第１項」を「第37条の19第１項」に改める。

　附則第５条の13第２項第２号中「第37条の18第１項」を「第37条の19第１項」に、

「第37条の18第３項」を「第37条の19第３項」に改め、同項第３号中「第37条の18

第１項」を「第37条の19第１項」に、「第37条の18第３項第２号」を「第37条の19

第３項第２号」に改める。

　附則第９条の４を附則第９条の５とし、附則第９条の３の次に次の１条を加える。

　 （非課税口座内上場株式等に係る配当所得に係る県民税の課税の特例）

第�９条の４　知事は、租税特別措置法第37条の14第５項第１号に規定する非課税口

座（以下この条において「非課税口座」という。）及び同法第37条の14第５項第

９号に規定する特定課税未成年者口座（以下この条において「特定課税未成年者

口座」という。）を開設する個人の同法第37条の14第４項第１号に規定する基準

年の前年12月31日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき同法第

37条の14第６項に規定する契約不履行等事由（以下この条において「契約不履行

等事由」という。）が生じ、当該非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事

由が生じた時までの間に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等（同

法第９条の８第１項第３号に掲げる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配

当等をいう。）について同法第９条の８第２項の規定により支払があつたものと

みなされたときは、当該非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額

に対し、県民税の配当割を課する。

２�　前項の規定の適用がある場合における第33条第１項第６号及び第51条の16の規

定の適用については、これらの規定中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき

日の属する年の１月１日」とする。

　附則第10条の２を削る。

　附則第10条の３中「附則第10条の５」を「附則第10条の４」に改め、同条を附則

第10条の２とする。

　附則第10条の４中「附則第34条の２第１項から第３項まで」を「附則第34条の２

第１項から第４項まで」に改め、同条を附則第10条の３とし、附則第10条の５を附

則第10条の４とし、附則第10条の６を附則第10条の５とし、附則第10条の７を附則

第10条の６とし、附則第10条の７の２を附則第10条の６の２とし、附則第10条の８

を附則第10条の７とし、同条の次に次の１条を加える。

　 （特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例）
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第�10条の８　知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別

措置法第38条の２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合

には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第34条及び第36条の規定

にかかわらず、法附則第35条の３の６第１項から第３項までに規定するところに

より県民税の所得割を課する。

　附則第15条第１項から第４項までの規定中「附則第10条の５」を「附則第10条の

４」に改める。

　　　附　則

　 （施行期日）

第�１条　この条例は、令和９年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。

　⑴�　第37条の２各号列記以外の部分及び附則第５条の改正規定、附則第10条の４

の改正規定（「附則第34条の２第１項から第３項まで」を「附則第34条の２第

１項から第４項まで」に改める部分に限る。）並びに次条第２項の規定　令和

10年１月１日

　⑵　第72条第１項の改正規定　令和10年４月１日

　⑶�　第75条第３項第２号ア並びに第85条第３項第２号ア及び同条第４項第１号並

びに附則第５条の10第１項各号列記以外の部分、第５条の11第２項第２号及び

同項第３号、第５条の12第１項並びに第５条の13第２項第２号及び同項第３号

の改正規定　令和11年４月１日

　⑷�　附則第10条の２を削る改正規定、附則第10条の３の改正規定、附則第10条の

４の改正規定（「附則第34条の２第１項から第３項まで」を「附則第34条の２

第１項から第４項まで」に改める部分を除く。）、附則第10条の５を附則第10

条の４とし、附則第10条の６を附則第10条の５とし、附則第10条の７を附則第

10条の６とし、附則第10条の７の２を附則第10条の６の２とし、附則第10条の

８を附則第10条の７とし、同条の次に１条を加える改正規定及び附則第15条第

１項から第４項までの改正規定並びに次条第３項の規定　地方税法等の一部を

改正する法律（令和８年法律第２号）附則第１条第17号に掲げる規定の施行の

日

　 （県民税に関する経過措置）

第�２条　この条例による改正後の富山県税条例（以下「新条例」という。）附則第
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９条の４の規定は、令和８年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令

和７年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

２�　新条例第37条の２並びに附則第５条及び第10条の３の規定は、令和９年度以後

の年度分の個人の県民税について適用し、令和８年度分までの個人の県民税につ

いては、なお従前の例による。

３�　新条例附則第10条の８の規定は、地方税法等の一部を改正する法律（令和８年

法律第２号）附則第１条第17号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度以

後の年度分の個人の県民税について適用する。
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16―　　―

議案第  76  号

富山県食品衛生条例一部改正の件

　富山県食品衛生条例の一部を次のように改正する。

　　令和 8  年 6  月 10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県食品衛生条例の一部を改正する条例

　富山県食品衛生条例（平成11年富山県条例第53号）の一部を次のように改正する。

　別表第２第15項第１号中「食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）第10条第１

項第29号に規定するミネラルウォーター類」を「水のみを原料とする清涼飲料水」

に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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17―　　―

議案第  77  号

富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例一部改正の件

　富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

　　令和 8  年 6  月 10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

　富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例（令和６年富山県条例第51号）の一部を次のように改正

する。

　附則第３項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（富山県就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定の要件を定

める条例の一部改正に伴う経過措置）」を付し、同項中「当分の間」を「令和10年

３月31日までの間」に、「第４条第１号」を「第４条第１号ウ」に改める。

　附則第４項を附則第５項とし、附則第３項の次に次の１項を加える。

４�　子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育

の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、第２条の規定による改正

後の富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律に基づく認定の要件を定める条例第４条第１号エの規定は、適用しない。こ

の場合において、第２条の規定による改正前の富山県就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定の要件を定める条例

第４条第１号エの規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を

有する。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。



富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定の要件を定める条例一部改正の件
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議案第  78  号

富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律に基づく認定の要件を定める条例一部改正の件

　富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

に基づく認定の要件を定める条例の一部を次のように改正する。

　　令和 8  年 6  月 10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律に基づく認定の要件を定める条例の一部を改正する条例

　富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

に基づく認定の要件を定める条例（平成18年富山県条例第50号）の一部を次のよう

に改正する。

　第４条第２号中「35人」を「30人」に改める。

　第５条に次の１号を加える。

⑶�　第１号、前号本文及び同号イの規定により置かなければならない保育士登録

を受けている者については、１人に限って、当該認定こども園に勤務する理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法第83条に規定す

る大学（同法第 108 条第２項に規定する短期大学を除く。）若しくは当該大学

に置かれる同法第99条に規定する大学院において、心理学を専修する学科、研

究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者のうち個人及び集団心理

療法の技術を有するもの又は知事がこれと同等以上の能力を有すると認めた者

をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害

児の療育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに

該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法

士等」という。）をもって代えることができる。ただし、当該特定理学療法士

等は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事しては

ならず、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該認定こども園

の保育士登録を受けている者による支援を受けることができる体制を確保しな

ければならない。
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　附則第３項中「主幹養護教諭」の次に「、主務養護教諭」を加える。

　附則第６項中「この項」の次に「及び附則第８項」を加え、「の資格を有する」

を「登録を受けている」に改める。

　附則第７項の表中

「

」

を

「

」

に改める。

　附則第７項の次に次の１項を加える。

８�　第５条第３号及び附則第６項の規定により特定理学療法士等及び看護師等のい

ずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こ

ども園の保育士登録を受けている者（第５条第３号ただし書の規定による支援を

行う者を除く。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならな

い。

　　　附　則

　 （施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　 （経過措置）

２�　この条例の施行の際現に存する認定こども園における１学級の子どもの数につ

いては、この条例による改正後の富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定の要件を定める条例第４条第２号

の規定にかかわらず、令和14年３月31日までは、なお従前の例による。

附則第

３項

第５条第１号及び第２号イ（ただし書の

規定を適用する場合を除く。）の規定に

より置かなければならない保育士登録を

受けている者

幼稚園教員免許状又は小学校教

諭若しくは養護教諭の普通免許

状を有する者

第５条

第３号

第５条第１号により置かなければならな

い保育士登録を受けている者

特定理学療法士等

附則第

３項

第５条第１号及び第２号イ（ただし書の

規定を適用する場合を除く。）の規定に

より置かなければならない保育士登録を

受けている者

幼稚園教員免許状又は小学校教

諭若しくは養護教諭の普通免許

状を有する者
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議案第  79  号

富山県技術専門学院条例一部改正の件

　富山県技術専門学院条例の一部を次のように改正する。

　　令和 8  年 6  月 10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県技術専門学院条例の一部を改正する条例

　富山県技術専門学院条例（昭和63年富山県条例第３号）の一部を次のように改正

する。

　第７条の見出し中「減免」を「減免等」に改め、同条中「減額し、又は免除する」

を「減免し、又は分割して納付させる」に改める。

　第11条を第12条とし、第８条から第10条までを１条ずつ繰り下げ、第７条の次に

次の１条を加える。

　 （授業料の還付）

第�８条　既納の授業料は、これを還付しない。ただし、知事が特別の理由があると

認めるときは、この限りでない。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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議案第  80  号

工事委託契約締結に関する件

　一般県道黒川滑川線あいの風とやま鉄道線沖田踏切道拡幅工事委託契約を次のと

おり締結するものとする。

　　令和 8  年 6  月 10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

１　契 約 の 目 的	� 一般県道黒川滑川線あいの風とやま鉄道線沖田踏切道拡幅工

事

２　工 事 の 場 所	 滑川市下島地内

３　契 約 金 額	 518 ,046 ,000円

４　契 約 の 方 法	 随意契約

５　契約の相手方	� 富山市明輪町１番50号

	 　あいの風とやま鉄道株式会社

６　完 成 期 日	 令和11年３月30日
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議案第  81  号

工事委託契約締結に関する件

　主要地方道若栗生地線道路橋りょう改築飯沢跨線橋橋梁補修工事委託契約を次の

とおり締結するものとする。

　　令和 8  年 6  月 10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

１　契 約 の 目 的	� 主要地方道若栗生地線道路橋りょう改築飯沢跨線橋橋梁補修

工事

２　工 事 の 場 所	 黒部市飯沢地内

３　契 約 金 額	 579 ,700 ,000円

４　契 約 の 方 法	 随意契約

５　契約の相手方	� 富山市明輪町１番50号

　　　　　　　　　　　あいの風とやま鉄道株式会社

６　完 成 期 日	 令和11年３月30日
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議案第  82  号

工事請負契約締結に関する件

　富山県漁業調査新船建造工事請負契約を次のとおり締結するものとする。

　　令和 8  年 6  月 10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

１　契 約 の 目 的	� 富山県漁業調査新船建造工事

２　工 事 の 場 所	 長崎県長崎市浪の平町地内

３　契 約 金 額	 2 ,299 ,000 ,000円

４　契 約 の 方 法	 一般競争入札

５　契約の相手方	� 長崎県長崎市浪の平町４番２号

　　　　　　　　　　　長崎造船株式会社

６　完 成 期 日	 令和10年10月18日
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議案第  83  号

工事委託契約変更に関する件

　令和３年６月定例県議会において議決を経た一般国道 471 号利賀トンネル（その

２）工事委託契約について、次のとおり変更契約を締結するものとする。

　　令和 8  年 6  月 10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

１　契 約 金 額　　変更前　1,362 ,270 ,646円

　　　　　　　　　　変更後　1,799 ,708 ,114円

２　完 成 期 日　　変更前　令和８年９月30日

　　　　　　　　　　変更後　令和９年２月26日
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議案第  84  号

工事請負契約変更に関する件

　令和７年６月定例県議会において議決を経た富山県富山児童相談所等新築工事請

負契約について、次のとおり変更契約を締結するものとする。

　　令和 8  年 6 月 10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

　契 約 金 額　　変更前　2,216 ,500 ,000円

　　　　　　　　　変更後　2,230 ,930 ,900円
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議案第  85  号

利賀ダムの建設に関する基本計画の変更の件

　特定多目的ダム法（昭和32年法律第35号）第４条第４項の規定により、 国土交通

大臣から、 利賀ダムの建設に関する基本計画を変更することについて意見を求めら

れたので､ 要望を付して同意するものとする。

　　令和 8  年 6 月 10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

基本計画の変更

　６⑴中「約 1 ,640 億円」を「約 2 ,610 億円」に改める。

　要望

　　１�　沿川住民の生命と財産や地域の安全を守るため、計画的かつ一日も早い完

成を図ること。

　　２�　事業執行の効率化やコスト縮減をより一層進め、総事業費の抑制に最大限

努めること。

　　３�　 「第１次国土強靱化実施中期計画」に基づく予算を最大限確保し、地方の

財政負担の軽減に十分配慮すること。
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議案第  86  号

動産取得に関する件

　高等学校の体育館に設置する移動式空調設備を次のとおり取得するものとする。

　　令和 8  年 6  月10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

１　物 件 の 表 示	� 移動式空調設備一式（78台）

２　相 手 方	 富山市牛島本町二丁目３番23号

	 　株式会社カワノ

３　取得予定価格	 86 ,156 ,620円
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議案第  87  号

損害賠償請求訴訟に係る和解に関する件

　一般国道 415 号における自動車損傷事故に係る損害賠償請求事件について、次の

とおり和解する。

　　令和 8  年 6  月10日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

１　事件名及び相手方

　　高岡簡易裁判所令和７年（ハ）第 145 号　損害賠償請求事件

　　相手方　氷見市在住２名

２　和解条項

　⑴�　県は、相手方に対し、本件解決金として、それぞれ20万 5 ,961 円の支払義務

があることを認める。

　⑵�　県は、相手方に対し、⑴の金員を令和８年８月31日限り、相手方指定口座に

振り込む方法により支払う。この振込手数料は、県の負担とする。

　⑶　相手方は、その余の請求を放棄する。

　⑷�　相手方及び県は、相手方と県との間には、本件に関し、本和解条項に定める

もののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

　⑸　訴訟費用は、各自の負担とする。
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報告第   4   号

　　　地方自治法第 179 条による専決処分の件

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 179 条第１項の規定に基づき、次の事件を

別紙のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。

　　令和 8  年 6  月10 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県税条例一部改正の件

過疎地域等における県税の特別措置に関する条例一部改正の件

損害賠償に係る和解に関する件
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専決処分第  16  号

富山県税条例一部改正の件

富山県税条例の一部を改正する条例

　富山県税条例（昭和29年富山県条例第16号）の一部を次のように改正する。

　第８条第２項第10号を削り、同項第11号中「（第 137 条第２号に規定する種別割

に限る。）」を削り、「第 146 条第３項」を「第 146 条第２項」に改め、同号を同

項第10号とし、同項第12号から第14号までを１号ずつ繰り上げる。

　第23条第１項中「、自動車税（第 137 条第１号に規定する環境性能割に限る。）」

を削る。

　第 137 条を次のように改める。

　 （自動車税に関する用語の意義）

第� 137 条　自動車税について、「自動車」とは、道路運送車両法（昭和26年法律第 

 185 号）第２条第２項に規定する自動車のうち、同法第３条に規定する普通自動

車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。

　第 137 条の２第１項中「、当該自動車の取得者に環境性能割によつて」及び「種

別割によつて」を削り、同条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「自動車税」

に、「、第１項」を「、前項」に改め、同項を同条第２項とする。

　第 137 条の３第１項中「、自動車税の賦課徴収については」及び「前条第１項に

規定する自動車の取得者（以下この節において「自動車の取得者」という。）及び」

を削り、同条第２項中「自動車の取得者及び」を削り、同条第３項及び第４項を削

る。

　第 138 条の２から第 138 条の10までを削る。

　第 139 条の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「種別割」を「自動車税」

に改め、同条第２項中「種別割」を「自動車税」に改め、「同項」の次に「（同号

に係る部分に限る。）」を加える。

　第 140 条の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「種別割」を「自動車税」

に改める。

　第 141 条（見出しを含む。）中「種別割」を「自動車税」に改める。

　第 142 条の見出し並びに同条第１項及び第３項中「種別割」を「自動車税」に改

める。



富山県税条例一部改正の件

31―　　―

　第 143 条の見出し及び同条第１項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第２

項中「新規登録」を「道路運送車両法第７条第１項に規定する新規登録（次条並び

に第 145 条第１項及び第２項において「新規登録」という。）」に、「第 177 条の

10第１項」を「第 157 条第１項」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条第３

項中「種別割」を「自動車税」に改める。

　第 144 条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「種別割」を「自

動車税」に、「第９条の16」を「第９条」に改める。

　第 145 条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第１項各号列記以外

の部分中「種別割」を「自動車税」に改め、「又は」の次に「同法第13条第１項に

規定する」を加え、同項第５号中「第 137 条の２第３項」を「第 137 条の２第２項」

に改め、同条第２項中「又は」の次に「同法第13条第１項に規定する」を加え、同

条第３項中「種別割」を「自動車税」に改める。

　第 146 条の見出し及び同条第１項中「種別割」を「自動車税」に改める。

　第 146 条の２の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「種別割」を「自動

車税」に改め、同項第１号中「身体障害者等が」を「身体又は精神に障害を有し、

歩行が困難な者その他規則で定める障害を有する者（以下この条において「身体障

害者等」という。）が」に改め、同条第２項中「種別割」を「自動車税」に、「第 

 138 条の10第２項各号」を「次」に改め、同項に次の各号を加える。

　⑴　減免を受けようとする者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

　⑵　身体障害者等の氏名、住所及び年齢

　⑶　自動車を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

　⑷　その他知事が必要と認める事項

　第 146 条の２第３項中「種別割」を「自動車税」に、「身体障害者手帳等」を 

「身体障害者福祉法第15条の規定により交付された身体障害者手帳（同条に規定す

る身体障害者手帳の交付を受けていない者で戦傷病者特別援護法第４条の規定によ

り戦傷病者手帳の交付を受けているものにあつては、当該戦傷病者手帳）又は規則

で定める書面」に、「運転免許証等」を「道路交通法第92条の規定により交付され

た身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体

障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証又は

同法第95条の２第３項の規定により特定免許情報が記録された身体障害者等又は身

体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成さ



富山県税条例一部改正の件

32―　　―

れる世帯の者に限る。）を常時介護する者の免許情報記録個人番号カード」に改め、

同条第４項中「種別割」を「自動車税」に改める。

　第 147 条（見出しを含む。）及び第 149 条（見出しを含む。）中「種別割」を 

「自動車税」に改める。

　附則第３条の前の見出し及び同条を削る。

　附則第３条の２に見出しとして「（個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除）」

を付し、同条第１項中「居住年が平成11年から平成18年まで又は」を「同法第41条

第１項に規定する居住年（以下この条及び附則第16条において「居住年」という。 

）が」に、「において、前条第１項の規定の適用を受けないときは」を「には」に、

「附則第５条の４の２第１項」を「附則第５条の４第１項」に改め、「合計額」の

次に「（居住年が平成28年から令和７年までの各年である場合には、当該納税義務

者の前年分の所得税に係る同法第86条第２項に規定する基礎控除の額（租税特別措

置法第41条の16の２第１項の規定の適用がある場合には、その適用後の額）から48

万円を控除して得た額（当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。）

を加算した額）」を加え、同条第２項中「附則第３条の２第１項」を「附則第３条

第１項」に改め、同条を附則第３条とする。

　附則第３条の３中「附則第３条の２第１項」を「附則第３条第１項」に改め、同

条を附則第３条の２とする。

　附則第３条の４中「附則第３条の２第１項」を「附則第３条第１項」に改め、同

条を附則第３条の３とする。

　附則第４条中「令和９年度」を「令和12年度」に改める。

　附則第５条の６中「令和８年３月31日」を「令和13年３月31日」に改める。

　附則第６条の６を次のように改める。

第６条の６　削除

　附則第６条の６の２から第６条の６の６までを削る。

　附則第６条の７の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項各号列記以外の部分

中「第 138 条の２第１項第１号に規定する電気自動車」を「電気を動力源とする自

動車で内燃機関を有しないもの」に、「第 138 条の２第１項第２号に規定する天然

ガス自動車」を「専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で省令

附則第５条第１項に規定するもの」に、「附則第５条第１項」を「附則第５条第２

項」に、「附則第５条第２項」を「附則第５条第３項」に、「第 138 条の２第１項
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第３号に規定する電力併用自動車をいう。次条第３項及び」を「内燃機関を有する

自動車で併せて電気その他の省令附則第５条第４項に規定するものを動力源として

用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚

染防止法第２条第17項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので省令

附則第５条第５項に規定するものをいう。第１号及び次条第３項並びに」に改め、

「の種別割」を削り、同項各号を次のように改める。

⑴�　ガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいう。第

３項第１号において同じ。）又は石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の

燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車（電力併用自動車

のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので

省令附則第５条第６項に規定するものをいう。次号、次項第３号及び第３項第

１号において同じ。）に該当するものを除く。同項第２号において同じ。）で

平成27年３月31日までに最初の道路運送車両法第７条第１項に規定する新規登

録（以下この条、次条第１項及び附則第６条の９第１項において「初回新規登

録」という。）を受けたもの　初回新規登録を受けた日から起算して14年を経

過した日の属する年度

⑵�　軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付

電力併用自動車に該当するものを除く。第３項第３号において同じ。）その他

の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成29年３月31日までに初回新規登録を

受けたもの　初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する

年度

　附則第６条の７第２項各号列記以外の部分中「令和４年４月１日から令和８年３

月31日まで」を「令和７年４月１日から令和10年３月31日まで」に改め、「の種別

割」を削り、同項第２号中「第 138 条の２第１項第２号アに規定する排出ガス保安

基準」を「自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基

準（以下この号及び次項各号において「排出ガス保安基準」という。）」に、「第 

 138 条の２第１項第２号イに規定する平成21年天然ガス車基準」を「道路運送車両

法第41条第１項の規定により平成21年10月１日（同法第40条第３号に規定する車両

総重量が 3 .5 トンを超え12トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成22年10月１

日）以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令附則第５

条の２第２項に規定するもの」に、「附則第５条の２第２項」を「附則第５条の２
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第３項」に改め、同項第３号中「第 138 条の２第１項第３号に規定する」を削り、

同項第４号から第６号までを削り、同条第３項各号列記以外の部分中「令和４年４

月１日から令和７年３月31日まで」を「令和７年４月１日から令和８年３月31日ま

で」に、「当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別

割」を「令和８年度分の自動車税」に、「第５欄」を「第４欄」に改め、同項各号

を次のように改める。

⑴�　ガソリン自動車（営業用の乗用車に限り、充電機能付電力併用自動車に該当

するものを除く。）のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条第１

項の規定により平成30年10月１日以降に適用されるべきものとして定められた

排出ガス保安基準で省令附則第５条の２第４項に規定するものに定める窒素酸

化物の値の２分の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が道路運送車両法

第41条第１項の規定により平成17年10月１日以降に適用されるべきものとして

定められた排出ガス保安基準で省令附則第５条の２第５項に規定するものに定

める窒素酸化物の値の４分の１を超えないものであつて、エネルギーの使用の

合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第 151 条第１号イに規定

するエネルギー消費効率（以下この項及び附則第６条の10第１項において「エ

ネルギー消費効率」という。）が同法第 149 条第１項の規定により定められる

エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して省

令附則第５条の２第６項に規定するエネルギー消費効率（以下この号において

「基準エネルギー消費効率」という。）であつて令和12年度以降の各年度にお

いて適用されるべきものとして定められたもの（次号及び第３号において「令

和12年度基準エネルギー消費効率」という。）に 100 分の90を乗じて得た数値

以上かつ基準エネルギー消費効率であつて令和２年度以降の各年度において適

用されるべきものとして定められたもの（次号及び第３号において「令和２年

度基準エネルギー消費効率」という。）以上のもので省令附則第５条の２第７

項に規定するもの

⑵�　石油ガス自動車（営業用の乗用車に限る。）のうち、窒素酸化物の排出量が

道路運送車両法第41条第１項の規定により平成30年10月１日以降に適用される

べきものとして定められた排出ガス保安基準で省令附則第５条の２第８項に規

定するものに定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は窒素酸化物

の排出量が道路運送車両法第41条第１項の規定により平成17年10月１日以降に
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適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令附則第５条の２

第９項に規定するものに定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないものであ

つて、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に 100 分の90

を乗じて得た数値以上かつ令和２年度基準エネルギー消費効率以上のもので省

令附則第５条の２第10項に規定するもの

⑶�　軽油自動車（営業用の乗用車に限る。）のうち、道路運送車両法第41条第１

項の規定により平成30年10月１日以降に適用されるべきものとして定められた

排出ガス保安基準で省令附則第５条の２第11項に規定するもの又は道路運送車

両法第41条第１項の規定により平成21年10月１日以降に適用されるべきものと

して定められた排出ガス保安基準で省令附則第５条の２第12項に規定するもの

に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消

費効率に 100 分の90を乗じて得た数値以上かつ令和２年度基準エネルギー消費

効率以上のもので省令附則第５条の２第13項に規定するもの

　附則第６条の８第１項各号列記以外の部分中「法第 146 条第２項」を「道路運送

車両法第２条第５項」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「の種別割」を

削る。

　附則第６条の９第１項各号列記以外の部分中「法第 146 条第２項」を「道路運送

車両法第２条第５項」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「の種別割」を

削る。

　附則第６条の10（見出しを含む。）中「の種別割」を削る。

　附則第６条の11を削る。

　附則第10条の４中「令和８年度」を「令和11年度」に改める。

　附則第16条第１項中「及び附則第３条の２」を削り、「附則第３条第１項」を 

「同条第１項」に改め、「、附則第３条の２第１項中「租税特別措置法第41条又は

第41条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律第13条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法

第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の２の２」と、同条

第２項第２号中「租税特別措置法第41条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被

災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第１項の規定により適用

される租税特別措置法第41条の２の２」と」を削り、同条第２項中「附則第３条の

２第１項」を「附則第３条第１項」に、「附則第５条の４の２第１項」を「附則第
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５条の４第１項」に改める。

　附則第17条を次のように改める。

第17条　削除

　附則第20条中「附則第３条の２第３項」を「附則第３条第３項」に改める。

　附則別表第１の第５欄を削る。

　　　附　則

　 （施行期日）

第１条　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

　（軽油引取税に関する経過措置）

第�２条　この条例の施行の日（以下この条及び次条第２項において「施行日」とい

う。）前に富山県税条例第 126 条第１項若しくは第２項に規定する軽油の引取り、

同条第３項の燃料炭化水素油の販売、同条第４項の軽油若しくは燃料炭化水素油

の販売、同条第５項の炭化水素油の消費若しくは同条例第 127 条第１項各号の軽

油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴

収義務者が同条例第 126 条第６項の規定に該当するに至った場合において課する

軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

　 （自動車税に関する経過措置）

第�３条　この条例による改正後の富山県税条例の規定中自動車税に関する部分は、

令和８年度以後の年度分の自動車税について適用する。

２�　施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、な

お従前の例による。

３　令和７年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。

　 （富山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正）

第�４条　富山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成15年

富山県条例第54号）の一部を次のように改正する。

　　別表富山県税条例（昭和29年富山県条例第16号）の項を次のように改める。

　以上、地方自治法第 179 条第１項の規定により専決する。

富山県税条例（昭和29年富山県条

例第16号）

第 146 条の２第２項（同条第１項第１

号に掲げる自動車に係る自動車税の減

免に係る部分に限る。）及び第３項

第３条
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　　令和 8  年 3  月31日

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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専決処分第  17  号

過疎地域等における県税の特別措置に関する条例一部改正の件

過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条

例

　過疎地域等における県税の特別措置に関する条例（昭和39年富山県条例第75号）

の一部を次のように改正する。

　第４条の２第１項各号列記以外の部分中「令和８年３月31日」を「令和10年３月

31日」に改め、同項第１号中「当該減価償却資産」の次に「（特定業務児童福祉施

設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資

産を除く。）」を加え、同条第２項各号列記以外の部分中「令和８年３月31日」を

「令和10年３月31日」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

　以上、地方自治法第 179 条第１項の規定により専決する。

　　令和 8  年 3  月31日

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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　　　損害賠償に係る和解に関する件（地方自治法第 179 条第１項による専決処分）

専決処
分番号

概　　　　　　　要 和解の相手方 損害賠償額
専決処分
年 月 日

19 令和 7 年 9 月 5 日に富山市新根塚町

地内で発生した警察車両の損傷

神奈川県川崎市

　�株式会社ダイフク

プラスモア

県が受け取る額

122 ,441円

令和 8 年

 4 月 8 日

23 令和 7 年 7 月27日に主要地方道高岡

庄川線高岡市戸出吉住地内で発生し

た消火栓蓋の不備による損害

高岡市

　高岡市

南砺市在住 1 名

県が受け取る額 

　　69 ,300円

令和 8 年

 4 月11日

24 令和 7 年 9 月28日に一般国道 156 号

南砺市東中江地内で発生した埋設型

伸縮装置による車両の損傷

富山市在住 1 名 県が支払う額

860 ,171円

令和 8 年

 4 月11日

25 令和 8 年 2 月 2 日に富山市太田地内

で発生した警察活動中の住居の損傷

富山市

　�朝日不動産株式会

社

県が支払う額

42 ,900円

令和 8 年 

 4 月14日

26 令和 6 年 3 月16日に発生した通勤手

当申請の指示誤りによる損害

富山市在住 1 名 県が支払う額

83 ,996円

令和 8 年

 4 月15日

30 令和 8 年 4 月 4 日に富山市上大久保

地内で発生した自動車損害賠償責任

保険証明書の紛失による損害

富山市在住 1 名 県が支払う額

5,930円

令和 8 年

 4 月17日

31 令和 7 年 5 月29日に発生した古物営

業に係る許可基準の指示誤りによる

損害

高岡市

　�株式会社二口オフ 

ィス

県が支払う額

23 ,600円

令和 8 年

 4 月22日

33 令和 7 年 3 月25日に伏木富山港（新 

湊地区）内航航路で発生した県有引

船の接触による定置網の損傷

射水市

　�新徳漁業有限会社

県が支払う額

14 ,545 ,910円

令和 8 年

 5 月18日

34 令和 8 年 5 月 9 日に発生した借上車

両の中途解約による損害

石川県金沢市

　�日本カーソリュー

ションズ株式会社

県が支払う額

54 ,021円

令和 8 年

 5 月28日
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報告第   5   号

　　　地方自治法第 180 条による専決処分の件

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180 条第１項の規定に基づき、次の事件を

別紙のとおり専決処分したので報告する。

　　令和 8  年 6  月10 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

損害賠償に係る和解に関する件



損害賠償に係る和解に関する件

41―　　―

　　　損害賠償に係る和解に関する件（地方自治法第 180 条第１項による専決処分）

専決処
分番号

概　　　　　　　要 和解の相手方 損害賠償額
専決処分
年 月 日

18 令和 7 年 5 月22日に高岡市清水町地

内で発生した警察車両の交通事故

高岡市在住１名 県が受け取る額

80 ,267円

令和 8 年

 4 月 8 日

20 令和 7 年12月10日に富山市婦中町宮

ケ島地内で発生した警察車両の交通

事故

富山市在住１名 県が受け取る額

99 ,583円

令和 8 年

 4 月 8 日

21 令和 7 年12月25日に富山市高木東地

内で発生した警察車両の交通事故

新潟県新潟市

　株式会社アーズ

新潟県新潟市在住１

名

県が受け取る額

33 ,000円

令和 8 年

 4 月 8 日

22 令和 8 年 2 月 9 日に高岡市中田地内

で発生した警察車両の交通事故

高岡市

　�株式会社パナケイ

ア製薬

富山市在住１名

県が受け取る額

84 , 227円

令和 8 年

 4 月 8 日

27 令和 7 年11月12日に魚津市印田地内

で発生した警察車両の交通事故

黒部市在住１名 県が支払う額

99 ,000円

令和 8 年

 4 月15日

28 令和 7 年12月10日に高岡市下関町地

内で発生した警察車両の交通事故

富山市

テクノトラスト株

式会社

県が支払う額

159 ,500円

令和 8 年

 4 月15日

29 令和 7 年10月29日に富山市南大場地

内で発生した借上車両の交通事故

大阪府大阪市在住１

名

県が受け取る額

11 ,348円

令和 8 年

 4 月17日

32 令和 8 年 3 月 6 日に中新川郡上市町

柿沢地内で発生した借上車両の交通

事故

滑川市在住１名 県が支払う額

134 ,783円

令和 8 年

 4 月24日
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0

77
,1
02
,0
00

地
域

情
報

化
推

進
費

14
4,
85
6,
00
0

14
4,
85
6,
00
0

87
,1
20
,0
00

50
0,
00
0

57
,2
36
,0
00

と
や
ま
の
未
来
創
生
推
進
費

1,
91
3,
52
0,
00
0

1,
91
3,
52
0,
00
0

84
2,
18
5,
00
0

91
7,
00
0,
00
0

2,
21
1,
00
0

15
2,
12
4,
00
0
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中
山

間
地

域
活

力
応

援
事

業
費

27
,3
46
,0
00

27
,3
46
,0
00

13
,6
73
,0
00

13
,6
73
,0
00

県
民

芸
術

文
化

祭
開

催
費

11
,0
00
,0
00

11
,0
00
,0
00

11
,0
00
,0
00

高
志

の
国

文
学

館
管

理
運

営
費

16
,0
55
,0
00

9,
52
8,
00
0

9,
52
8,
00
0

3
自

然
保

護
費

安
全

登
山

対
策

費
2,
77
9,
00
0

2,
77
9,
00
0

48
3,
00
0

1,
81
0,
00
0

48
6,
00
0

野
生

鳥
獣

保
護

管
理

総
合

対
策

費
17
,7
00
,0
00

6,
58
4,
00
0

4,
16
6,
00
0

2,
41
8,
00
0

自
然

公
園

等
整

備
事

業
費

15
5,
52
9,
00
0

15
5,
52
9,
00
0

79
,8
38
,0
00

69
,0
00
,0
00

6,
69
1,
00
0

自
然

公
園

等
管

理
費

2,
95
8,
00
0

2,
95
8,
00
0

35
4,
00
0

2,
25
0,
00
0

35
4,
00
0

立
山

セ
ン

タ
ー

費
30
,0
20
,0
00

30
,0
19
,0
00

26
,0
00
,0
00

4,
01
9,
00
0

立
山
地
区
植
生
保
護
事
業
費

1,
39
3,
00
0

1,
39
3,
00
0

69
6,
00
0

69
7,
00
0

5
市

町
村

振
興

費
地

域
づ

く
り

支
援

事
業

費
5,
00
0,
00
0

5,
00
0,
00
0

2,
50
0,
00
0

2,
50
0,
00
0

6
選
　
　
挙
　
　
費

衆
議

院
議

員
選

挙
費

81
5,
09
4,
00
0

18
0,
00
0,
00
0

18
0,
00
0,
00
0

最
高

裁
判

所
裁

判
官

国
民

審
査

費
1,
73
7,
00
0

55
3,
00
0

55
3,
00

0

防
災

対
策

推
進

費
12
6,
90
0,
00
0

12
6,
90
0,
00
0

60
,0
00
,0
00

66
,9
00
,0
00

7
防
　
　
災
　
　
費

防
災
行
政
無
線
維
持
管
理
費

48
,6
61
,0
00

29
,5
91
,0
00

29
,0
00
,0
00

59
1,
00
0

原
子

力
災

害
対

策
費

2,
09
3,
00
0

2,
09
3,
00
0

2,
09
3,
00
0

8
統

計
調

査
費

人
口

移
動

調
査

費
99
0,
00
0

99
0,
00
0

99
0,
00
0
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

総
合
福
祉

会
館
運
営
管
理
費

50
3,
00
0,
00
0

50
3,
00
0,
00
0

50
3,
00
0,
00
0

福
祉

の
ま

ち
づ

く
り

推
進

事
業

費
95
,0
00
,0
00

95
,0
00
,0
00

95
,0
00
,0
00

障
害

福
祉

管
理

費
1,
12
7,
78
1,
00
0

1,
04
3,
02
6,
71
1

97
2,
33
0,
71
1

63
,6
00
,0
00

7,
09
6,
00
0

1
社

会
福

祉
費

在
宅

福
祉

対
策

事
業

費
14
,0
53
,0
00

14
,0
53
,0
00

9,
73
0,
00
0

4,
32
3,
00
0

高
齢

者
福

祉
対

策
費

3,
23
9,
00
0,
00
0

3,
07
6,
99
6,
40
2

2,
89
8,
79
6,
40
2

17
8,
20
0,
00
0

老
人

福
祉

施
設

整
備

費
37
7,
28
2,
00
0

36
1,
94
4,
00
0

1,
42
3,
00
0

35
9,
81
0,
00
0

71
1,
00
0

介
護

保
険

制
度

運
営

費
40
5,
00
0

40
5,
00
0

40
5,
00
0

要
保

護
児

童
福

祉
対

策
費

96
6,
00
0

82
9,
00
0

82
9,
00
0

3
民
　

生
　

費

子
ど
も
の
貧
困
対
策
事
業
費

4,
00
0,
00
0

4,
00
0,
00
0

4,
00
0,
00
0

子
育

て
支

援
推

進
事

業
費

5,
03
6,
00
0

4,
56
1,
00
0

4,
05
8,
00
0

40
0,
00
0

10
3,
00
0

児
童

福
祉

施
設
・

職
員

育
成

等
事

業
費

40
5,
00
0

40
5,
00
0

40
5,
00
0

2
児

童
福

祉
費

特
別

保
育

事
業

費
12
,4
57
,0
00

12
,4
57
,0
00

9,
00
0,
00
0

3,
45
7,
00
0

富
山

県
こ

ど
も

み
ら

い
館

管
理

運
営

費
7,
09
5,
00
0

7,
09
5,
00
0

6,
00
0,
00
0

1,
09
5,
00
0

ひ
と

り
親

家
庭

等
福

祉
推

進
事

業
費

11
6,
00
0,
00
0

11
6,
00
0,
00
0

11
6,
00
0,
00
0



富山県繰越明許費繰越計算書

47―　　―

女
性

保
護

事
業

費
1,
80
2,
00
0

1,
80
2,
00
0

90
1,
00
0

90
1,
00
0

児
童

相
談

所
運

営
費

65
2,
08
8,
00
0

65
1,
88
4,
00
0

13
,7
49
,0
00

56
5,
00
0,
00
0

73
,1
35
,0
00

3
生

活
保

護
費

生
活

保
護

対
策

事
業

費
7,
77
0,
00
0

7,
77
0,
00
0

7,
77
0,
00
0

生
活

保
護

費
19
,4
06
,0
00

19
,4
06
,0
00

14
,5
54
,0
00

4,
85
2,
00
0

国
際

健
康

プ
ラ

ザ
運

営
管

理
費

13
,7
06
,0
00

13
,7
06
,0
00

13
,0
00
,0
00

70
6,
00
0

1
公

衆
衛

生
費

感
染

症
対

策
費

14
7,
19
2,
00
0

14
7,
19
2,
00
0

73
,5
88
,0
00

73
,6
04
,0
00

衛
生

研
究

所
費

21
,4
00
,0
00

21
,4
00
,0
00

19
,0
00
,0
00

2,
40
0,
00
0

4
医
　
　
務
　
　
費

地
域

医
療

推
進

対
策

費
42
1,
98
0,
00
0

42
1,
80
8,
00
0

41
9,
81
8,
00
0

1,
99
0,
00
0

看
護

職
員

確
保

総
合

対
策

事
業

費
77
6,
00
0

77
6,
00
0

38
8,
00
0

38
8,
00
0

医
薬
品
産
業
活
性
化
推
進
費

18
,0
50
,0
00

18
,0
50
,0
00

8,
59
5,
00
0

9,
45
5,
00
0

4
衛
　

生
　

費

5
薬

務
費

地
方
大
学
・
地
域
産
業
創
生

く
す

り
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

推
進

事
業

費
11
5,
50
0,
00
0

11
5,
50
0,
00
0

56
,7
50
,0
00

28
,7
50
,0
00

30
,0
00
,0
00

試
験

開
発

研
究

費
21
,1
62
,0
00

21
,1
62
,0
00

10
,5
80
,0
00

1,
41
8,
00
0

9,
16
4,
00
0

環
境

保
全

総
合

推
進

費
37
5,
50
5,
00
0

36
2,
76
1,
41
0

32
5,
10
0,
00
0

37
,6
61
,4
10

快
適

な
生

活
環

境
づ

く
り

推
進

費
16
,9
87
,0
00

16
,9
87
,0
00

16
,9
87
,0
00

6
公

害
防

止
費

地
球

環
境

保
全

推
進

費
70
0,
00
0,
00
0

70
0,
00
0,
00
0

70
0,
00
0,
00
0

リ
サ

イ
ク

ル
等

推
進

費
80
0,
00
0

80
0,
00
0

40
0,
00
0

40
0,
00
0
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

廃
棄

物
対

策
推

進
費

15
,5
89
,0
00

15
,5
89
,0
00

17
5,
00
0

15
,4
14
,0
00

環
境
科
学
セ
ン
タ
ー
運
営
費

13
,5
00
,0
00

13
,5
00
,0
00

12
,0
00
,0
00

1,
50
0,
00
0

1
労

政
費

中
小

企
業

労
使

関
係

安
定

促
進

費
11
,1
00
,0
00

11
,1
00
,0
00

3,
05
0,
00
0

8,
05
0,
00
0

勤
労

者
福

祉
対

策
費

10
,7
00
,0
00

10
,7
00
,0
00

5,
35
0,
00
0

5,
35
0,
00
0

魅
力

あ
る

技
能

社
会

推
進

事
業

費
36
,0
00
,0
00

33
,0
64
,0
00

28
,5
64
,0
00

1,
58
4,
00
0

2,
91
6,
00
0

5
労

働
費

2
職

業
訓

練
費

外
国
人
材
活
躍
推
進
事
業
費

17
,8
70
,0
00

17
,8
70
,0
00

8,
93
5,
00
0

8,
93
5,
00
0

公
共

職
業

訓
練

費
7,
21
9,
00
0

7,
21
9,
00
0

3,
60
9,
00
0

3,
61
0,
00
0

人
材

確
保

対
策

事
業

費
25
6,
86
5,
00
0

25
6,
86
5,
00
0

21
4,
73
2,
00
0

42
,1
33
,0
00

3
失

業
対

策
費

障
害

者
雇

用
対

策
費

18
,2
00
,0
00

18
,2
00
,0
00

9,
10
0,
00
0

9,
10
0,
00
0

Ｕ
Ｉ

Ｊ
タ

ー
ン

促
進

対
策

事
業

費
35
,6
96
,0
00

35
,6
96
,0
00

17
,6
80
,0
00

18
,0
16
,0
00

食
の

と
や

ま
ブ

ラ
ン

ド
推

進
事

業
費

41
5,
22
1,
00
0

41
3,
43
4,
84
2

38
6,
92
8,
84
2

26
,5
06
,0
00

と
や

ま
食

育
運

動
推

進
事

業
費

2,
30
0,
00
0

2,
30
0,
00
0

1,
15
0,
00
0

1,
15
0,
00
0

６
次

産
業

化
総

合
対

策
事

業
費

14
,5
00
,0
00

14
,5
00
,0
00

7,
25
0,
00
0

7,
25
0,
00
0

と
や

ま
の

農
林

水
産

物
輸

出
促

進
事

業
費

56
9,
10
0,
00
0

56
9,
10
0,
00
0

53
0,
00
3,
00
0

7,
00
0,
00
0

32
,0
97
,0
00
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担
い

手
確

保
・

育
成

強
化

事
業

費
18
5,
35
8,
00
0

18
5,
35
8,
00
0

82
,1
24
,0
00

81
,0
00
,0
00

22
,2
34
,0
00

と
や

ま
型

ス
マ

ー
ト

農
業

推
進

事
業

費
26
,1
00
,0
00

26
,1
00
,0
00

13
,0
50
,0
00

13
,0
50
,0
00

農
業
・
農
村
男
女
共
同
参
画

支
援

事
業

費
1,
95
0,
00
0

1,
95
0,
00
0

97
5,
00
0

97
5,
00
0

農
業

経
営

基
盤

強
化

対
策

事
業

費
4,
40
0,
00
0

4,
40
0,
00
0

2,
20
0,
00
0

2,
20
0,
00
0

1
農

業
費

担
い

手
確

保
・

経
営

強
化

支
援

事
業

費
51
6,
64
0,
00
0

51
6,
64
0,
00
0

51
6,
64
0,
00
0

水
田

農
業

生
産

振
興

対
策

事
業

費
50
,0
00
,0
00

50
,0
00
,0
00

50
,0
00
,0
00

 「
富
富
富
」
生
産
振
興
対
策

事
業

費
12
,4
00
,0
00

12
,4
00
,0
00

6,
20
0,
00
0

6,
20
0,
00
0

富
山

米
ブ

ラ
ン

ド
力

向
上

対
策

事
業

費
45
,6
56
,0
00

45
,6
56
,0
00

22
,8
28
,0
00

8,
80
9,
00
0

14
,0
19
,0
00

農
業
用
施
設
電
気
料
金
高
騰
 

緊
急

支
援

事
業

費
25
,0
00
,0
00

25
,0
00
,0
00

25
,0
00
,0
00

花
総

合
セ

ン
タ

ー
運

営
費

8,
80
0,
00
0

稼
げ

る
！

と
や

ま
の

園
芸

産
地

支
援

事
業

費
18
,2
50
,0
00

18
,2
50
,0
00

9,
07
5,
00
0

9,
17
5,
00
0

農
業
・
園
芸
研
究
所
整
備
費

11
2,
05
4,
00
0

98
,3
08
,3
76

88
,0
00
,0
00

10
,3
08
,3
76

食
品

の
保

存
流

通
技

術
の

改
良

開
発

試
験

費
1,
40
0,
00
0

1,
40
0,
00
0

70
0,
00
0

70
0,
00
0

先
端

技
術

開
発

試
験

費
1,
36
0,
00
0

1,
36
0,
00
0

68
0,
00
0

68
0,
00
0

2
畜
　
産
　
業
　
費

飼
料
生
産
総
合
対
策
事
業
費

5,
30
0,
00
0

5,
30
0,
00
0

4,
00
0,
00
0

10
0,
00
0

1,
20
0,
00
0

と
や

ま
畜

産
基

盤
強

化
事

業
費

2,
80
0,
00
0

2,
80
0,
00
0

1,
40
0,
00
0

1,
40
0,
00
0
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

土
地

改
良

施
設

管
理

費
2,
00
0,
00
0

2,
00
0,
00
0

2,
00
0,
00
0

水
利
施
設
管
理
強
化
事
業
費

90
,1
78
,0
00

90
,1
78
,0
00

37
,3
68
,0
00

7,
75
8,
00
0

45
,0
52
,0
00

県
単

独
農

業
農

村
整

備
事

業
費

30
5,
00
0,
00
0

23
7,
56
8,
29
4

14
1,
00
0,
00
0

65
7,
50
0

95
,9
10
,7
94

県
営
水
利
施
設
整
備
事
業
費

1,
86
8,
06
0,
00
0

1,
69
5,
91
8,
95
7

82
5,
93
2,
00
0

43
7,
00
0,
00
0

39
2,
32
8,
25
2

40
,6
58
,7
05

団
体

営
水

利
施

設
整

備
交

付
金

事
業

費
60
,0
00
,0
00

44
,4
41
,0
00

35
,3
85
,0
00

8,
00
0,
00
0

1,
05
6,
00
0

3
農
　
　
地
　
　
費

団
体

営
農

道
整

備
事

業
費

14
,5
80
,0
00

14
,5
80
,0
00

11
,5
15
,0
00

2,
00
0,
00
0

1,
06
5,
00
0

県
営

農
地

整
備

事
業

費
8,
27
7,
06
8,
00
0

7,
43
1,
16
3,
81
7

4,
50
1,
11
1,
50
0

1,
76
7,
00
0,
00
0

1,
01
4,
72
6,
63
5

14
8,
32
5,
68
2

県
営

農
村

地
域

防
災

減
災

事
業

費
3,
49
0,
50
0,
00
0

3,
11
3,
30
4,
75
1

1,
90
7,
62
6,
00
0

97
0,
00
0,
00
0

19
3,
82
2,
12
7

41
,8
56
,6
24

団
体
営
農
村
地
域
防
災
減
災

事
業

費
80
,0
00
,0
00

70
,7
87
,0
00

56
,5
47
,0
00

10
,0
00
,0
00

4,
24
0,
00
0

国
土

調
査

事
業

費
80
,9
82
,0
00

80
,9
82
,0
00

53
,9
88
,0
00

26
,9
94
,0
00

農
業

集
落

排
水

事
業

費
55
,0
00
,0
00

55
,0
00
,0
00

27
,5
00
,0
00

27
,5
00
,0
00

中
山
間
地
域
農
業
農
村
総
合
 

整
備

事
業

費
44
0,
00
0,
00
0

38
0,
33
6,
30
0

24
2,
00
0,
00
0

99
,0
00
,0
00

25
,7
03
,1
17

13
,6
33
,1
83

水
と
緑
の
森
づ
く
り
事
業
費

1,
89
7,
00
0

1,
89
7,
00
0

1,
89
7,
00
0

林
業

成
長

産
業

化
推

進
事

業
費

20
1,
18
0,
00
0

20
0,
98
0,
00
0

19
5,
29
0,
00
0

5,
69
0,
00
0
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6
農
林
水
産
業
費

地
域

材
振

興
事

業
費

3,
00
0,
00
0

3,
00
0,
00
0

1,
50
0,
00
0

1,
50
0,
00
0

造
林

事
業

費
32
8,
42
7,
00
0

32
7,
36
3,
39
1

18
1,
25
1,
00
0

14
6,
11
2,
39
1

林
木

育
種

事
業

費
10
,0
43
,0
00

10
,0
43
,0
00

10
,0
43
,0
00

森
林

技
術

開
発

研
究

費
2,
00
0,
00
0

2,
00
0,
00
0

1,
00
0,
00
0

1,
00
0,
00
0

木
材

技
術

開
発

研
究

費
63
0,
00
0

63
0,
00
0

31
5,
00
0

31
5,
00
0

県
単

独
森

林
整

備
事

業
費

11
7,
00
0,
00
0

10
0,
64
2,
27
0

60
,0
00
,0
00

40
,6
42
,2
70

県
単

独
林

道
整

備
事

業
費

27
,7
98
,0
00

27
,7
98
,0
00

27
,0
00
,0
00

79
8,
00
0

県
営

林
道

道
整

備
交

付
金

事
業

費
18
2,
00
0,
00
0

17
1,
78
5,
66
9

84
,6
42
,8
35

64
,0
00
,0
00

16
,9
28
,5
68

6,
21
4,
26
6

山
の

み
ち

地
域

づ
く

り
交

付
金

事
業

費
27
9,
00
2,
00
0

27
9,
00
1,
32
3

19
5,
41
3,
08
7

62
,0
00
,0
00

13
,9
25
,0
67

7,
66
3,
16
9

4
林
　
　
業
　
　
費

県
営

林
道

開
設

交
付

金
事

業
費

38
,0
40
,0
00

38
,0
40
,0
00

19
,0
20
,0
00

15
,0
00
,0
00

3,
80
4,
00
0

21
6,
00
0

団
体

営
林

道
舗

装
交

付
金

事
業

費
8,
15
0,
00
0

団
体

営
林

道
改

良
交

付
金

事
業

費
68
,6
00
,0
00

45
,9
82
,8
50

33
,2
37
,7
50

12
,7
45
,1
00

県
営

林
道

改
良

事
業

費
18
,8
00
,0
00

16
,9
34
,6
00

8,
46
7,
30
0

7,
00
0,
00
0

1,
46
7,
30
0

治
山

施
設

緊
急

機
能

強
化
・

老
朽

化
対

策
事

業
費

30
,0
00
,0
00

30
,0
00
,0
00

15
,0
00
,0
00

15
,0
00
,0
00

復
旧

治
山

事
業

費
38
4,
00
0,
00
0

34
0,
63
8,
30
2

17
5,
96
0,
20
1

16
1,
00
0,
00
0

3,
67
8,
10
1

予
防

治
山

交
付

金
事

業
費

25
,0
00
,0
00

3,
93
8,
47
0

2,
93
8,
47
0

1,
00
0,
00
0
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

県
単

独
治

山
事

業
費

43
0,
00
0,
00
0

35
9,
05
9,
03
7

28
1,
00
0,
00
0

78
,0
59
,0
37

地
す

べ
り

防
止

事
業

費
33
9,
00
0,
00
0

32
1,
84
0,
00
0

16
0,
84
0,
00
0

16
1,
00
0,
00
0

緊
急

総
合

治
山

事
業

費
16
8,
00
0,
00
0

98
,6
75
,4
35

49
,3
37
,7
17

48
,0
00
,0
00

1,
33
7,
71
8

山
地

災
害

重
点

地
域

総
合

対
策

事
業

費
40
4,
00
0,
00
0

34
2,
55
3,
11
1

17
1,
27
6,
55
5

17
0,
00
0,
00
0

1,
27
6,
55
6

保
安

林
改

良
事

業
費

12
,0
00
,0
00

12
,0
00
,0
00

6,
00
0,
00
0

6,
00
0,
00
0

水
産

業
振

興
啓

発
・

活
動

事
業

費
10
,6
70
,0
00

10
,6
70
,0
00

10
,3
35
,0
00

33
5,
00
0

資
源
管
理
・
漁
業
経
営
安
定

対
策

推
進

事
業

費
30
,6
50
,0
00

30
,6
50
,0
00

30
,6
50
,0
00

内
水

面
振

興
推

進
事

業
費

3,
80
0,
00
0

3,
80
0,
00
0

1,
90
0,
00
0

1,
90
0,
00
0

漁
業

担
い

手
確

保
育

成
対

策
費

4,
00
0,
00
0

4,
00
0,
00
0

2,
00
0,
00
0

2,
00
0,
00
0

沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
費

95
5,
21
5,
00
0

95
5,
21
5,
00
0

68
2,
31
5,
00
0

27
2,
90
0,
00
0

漁
協

経
営

強
化
  ・

育
成

指
導

費
2,
00
0,
00
0

1,
83
6,
51
3

1,
83
6,
51
3

5
水
　
産
　
業
　
費

富
山

湾
漁

場
環

境
調

査
費

10
,0
00
,0
00

10
,0
00
,0
00

5,
00
0,
00
0

5,
00
0,
00
0

深
層

水
有

効
利

用
研

究
費

14
,9
74
,0
00

14
,9
74
,0
00

7,
48
7,
00
0

65
0,
00
0

6,
83
7,
00
0

県
単

独
漁

港
・

漁
港

海
岸

整
備

事
業

費
15
,0
00
,0
00

15
,0
00
,0
00

4,
00
0,
00
0

3,
49
8,
88
0

7,
50
1,
12
0



富山県繰越明許費繰越計算書

53―　　―

水
産

基
盤

整
備

事
業

費
18
0,
00
0,
00
0

10
5,
40
0,
78
0

52
,7
00
,3
90

34
,0
00
,0
00

15
,8
10
,1
16

2,
89
0,
27
4

漁
港
・

海
岸

整
備

交
付

金
事

業
費

37
,0
00
,0
00

24
,1
32
,7
00

12
,0
66
,3
50

7,
00
0,
00
0

3,
61
9,
90
5

1,
44
6,
44
5

市
町

営
漁

港
漁

場
整

備
交

付
金

事
業

費
50
,0
00
,0
00

40
,8
50
,8
50

40
,8
25
,0
00

25
,8
50

市
町

営
漁

港
漁

場
整

備
事

業
費

13
1,
00
0,
00
0

11
3,
45
5,
66
5

75
,6
37
,1
10

35
,0
00
,0
00

2,
81
8,
55
5

漁
港

海
岸

整
備

事
業

費
20
,9
00
,0
00

20
,9
00
,0
00

10
,4
50
,0
00

9,
00
0,
00
0

1,
45
0,
00
0

小
規

模
企

業
対

策
事

業
費

2,
50
0,
00
0

2,
50
0,
00
0

1,
25
0,
00
0

1,
25
0,
00
0

1
商
　
　
業
　
　
費

中
小

商
業

支
援

事
業

費
36
2,
00
0,
00
0

36
2,
00
0,
00
0

36
1,
00
0,
00
0

1,
00
0,
00
0

経
済

交
流

推
進

事
業

費
32
,0
00
,0
00

32
,0
00
,0
00

23
,3
50
,0
00

8,
65
0,
00
0

ア
ジ

ア
経

済
交

流
事

業
費

7,
50
0,
00
0

7,
50
0,
00
0

3,
75
0,
00
0

3,
75
0,
00
0

デ
ザ

イ
ン

振
興

事
業

費
4,
40
0,
00
0

4,
40
0,
00
0

2,
20
0,
00
0

2,
20
0,
00
0

技
術

立
県

推
進

事
業

費
13
,1
00
,0
00

13
,1
00
,0
00

5,
96
0,
00
0

80
0,
00
0

6,
34
0,
00
0

新
事

業
創

出
促

進
事

業
費

21
9,
04
0,
00
0

21
9,
04
0,
00
0

10
6,
05
4,
00
0

11
2,
98
6,
00
0

企
業

立
地

推
進

対
策

費
8,
80
0,
00
0

8,
80
0,
00
0

4,
05
8,
00
0

4,
74
2,
00
0

Ｉ
Ｔ
関
連
産
業
推
進
事
業
費

31
,5
00
,0
00

31
,5
00
,0
00

15
,7
50
,0
00

15
,7
50
,0
00

科
学

技
術

振
興

対
策

費
20
0,
00
0

20
0,
00
0

10
0,
00
0

10
0,
00
0

2
工

鉱
業

費
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
普

及
促

進
事

業
費

15
,5
93
,0
00

15
,5
93
,0
00

14
,0
93
,0
00

1,
50
0,
00
0
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円
エ

ネ
ル

ギ
ー

価
格

対
策

事
業

費
32
1,
00
0,
00
0

32
1,
00
0,
00
0

32
1,
00
0,
00
0

地
域

産
業

活
性

化
事

業
費

5,
50
0,
00
0

5,
50
0,
00
0

2,
66
6,
00
0

2,
83
4,
00
0

7
商
　

工
　

費

ベ
ン

チ
ャ

ー
企

業
等

支
援

事
業

費
15
8,
70
0,
00
0

15
8,
70
0,
00
0

78
,9
50
,0
00

79
,7
50
,0
00

伝
統

的
工

芸
品

産
業

振
興

対
策

費
11
,5
28
,0
00

11
,5
28
,0
00

5,
50
7,
00
0

6,
02
1,
00
0

中
小

企
業

振
興

事
業

費
3,
77
5,
00
0,
00
0

3,
75
5,
06
9,
07
7

2,
69
4,
37
4,
00
0

1,
06
0,
69
5,
07
7

中
小

企
業

事
業

承
継

支
援

事
業

費
7,
00
0,
00
0

7,
00
0,
00
0

3,
50
0,
00
0

3,
50
0,
00
0

富
山

観
光

宣
伝

活
動

費
35
,8
00
,0
00

35
,8
00
,0
00

17
,9
00
,0
00

17
,9
00
,0
00

観
光

振
興

対
策

費
17
2,
82
7,
00
0

17
2,
82
7,
00
0

82
,9
44
,0
00

1,
50
0,
00
0

88
,3
83
,0
00

観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
費

66
,0
00
,0
00

66
,0
00
,0
00

32
,6
34
,0
00

33
,3
66
,0
00

国
際

観
光

振
興

事
業

費
15
2,
90
0,
00
0

15
2,
90
0,
00
0

69
,2
51
,0
00

83
,6
49
,0
00

コ
ン

ベ
ン

シ
ョ

ン
振

興
対

策
費

2,
51
7,
00
0

2,
51
7,
00
0

1,
07
7,
00
0

1,
44
0,
00
0

3
観
　
　
光
　
　
費

環
水
公
園
賑
わ
い
空
間
創
出

事
業

費
28
,0
00
,0
00

28
,0
00
,0
00

11
,5
00
,0
00

16
,5
00
,0
00

世
界

遺
産

登
録

推
進

費
8,
75
8,
00
0

8,
75
8,
00
0

4,
25
7,
00
0

4,
50
1,
00
0

美
し

い
富

山
湾

活
用

推
進

事
業

費
62
,6
00
,0
00

62
,6
00
,0
00

23
,3
73
,0
00

39
,2
27
,0
00
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お
も

て
な

し
環

境
整

備
事

業
費

21
,0
00
,0
00

21
,0
00
,0
00

10
,3
24
,0
00

10
,6
76
,0
00

観
光
物
産
展
等
開
催
事
業
費

5,
50
0,
00
0

5,
50
0,
00
0

2,
57
5,
00
0

2,
92
5,
00
0

関
西
圏
情
報
発
信
拠
点
運
営
 

事
業

費
6,
30
0,
00
0

6,
30
0,
00
0

3,
15
0,
00
0

3,
15
0,
00
0

1
土

木
管

理
費

建
設
業
経
営
基
盤
安
定
支
援
 

事
業

費
12
,3
00
,0
00

12
,3
00
,0
00

6,
15
0,
00
0

6,
15
0,
00
0

建
築

指
導

費
2,
40
0,
00
0

2,
40
0,
00
0

1,
20
0,
00
0

1,
20
0,
00
0

県
単

独
災

害
防

除
費

31
3,
00
0,
00
0

26
6,
02
2,
98
0

25
9,
00
0,
00
0

7,
02
2,
98
0

県
単

独
雪

寒
対

策
施

設
費

70
,0
00
,0
00

62
,2
93
,0
00

6,
22
9,
30
0

56
,0
00
,0
00

63
,7
00

県
単
独
雪
寒
対
策
施
設
維
持
 

修
繕

費
17
9,
00
0,
00
0

11
9,
55
1,
94
5

77
,0
00
,0
00

42
,5
51
,9
45

積
雪
寒
冷
地
道
路
建
設
機
械
 

整
備

費
37
0,
00
0,
00
0

11
8,
14
6,
22
8

78
,7
64
,1
52

35
,0
00
,0
00

4,
38
2,
07
6

2
道
路
橋
り
ょ
う
費

県
単

独
交

通
安

全
施

設
整

備
費

25
6,
00
0,
00
0

18
1,
22
7,
24
3

10
9,
00
0,
00
0

72
,2
27
,2
43

県
単

独
道

路
維

持
修

繕
費

1,
50
5,
34
4,
00
0

74
3,
69
8,
40
4

51
8,
00
0,
00
0

22
5,
69
8,
40
4

道
路

橋
り

ょ
う

改
築

費
8,
16
9,
40
0,
00
0

6,
06
2,
27
6,
56
4

3,
31
6,
10
9,
20
1

2,
42
1,
00
0,
00
0

19
,3
68
,6
00

30
5,
79
8,
76
3

県
単

独
道

路
改

良
費

1,
52
1,
00
0,
00
0

1,
12
0,
99
2,
79
9

10
4,
81
6,
25
2

93
7,
00
0,
00
0

17
,1
61
,2
70

62
,0
15
,2
77

道
路

総
合

交
付

金
事

業
費

3,
98
8,
60
0,
00
0

2,
76
4,
10
5,
47
1

1,
38
0,
09
5,
60
8

1,
30
2,
00
0,
00
0

82
,0
09
,8
63

県
単

独
橋

り
ょ

う
維

持
修

繕
費

59
8,
00
0,
00
0

35
8,
03
3,
16
0

30
8,
00
0,
00
0

50
,0
33
,1
60

県
営

ダ
ム

維
持

修
繕

費
85
,0
00
,0
00

69
,4
75
,6
44

31
,0
00
,0
00

33
,8
71
,1
77

4,
60
4,
46
7
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

県
単

独
河

川
維

持
修

繕
費

63
7,
00
0,
00
0

51
0,
70
6,
20
0

38
3,
00
0,
00
0

12
7,
70
6,
20
0

県
単

独
河

川
改

良
費

65
,0
00
,0
00

19
,1
95
,0
00

19
,0
00
,0
00

19
5,
00
0

県
単

独
ダ

ム
維

持
管

理
費

16
2,
00
0,
00
0

12
5,
87
4,
33
0

36
,0
00
,0
00

21
,6
75
,0
21

68
,1
99
,3
09

都
市
基
盤
河
川
改
修
事
業
費

24
,0
00
,0
00

20
,1
47
,7
14

20
,1
47
,7
14

河
川

災
害

関
連

事
業

費
64
,0
00
,0
00

26
,0
62
,3
00

13
,0
31
,1
50

11
,0
00
,0
00

2,
03
1,
15
0

河
川

総
合

交
付

金
事

業
費

1,
69
5,
50
0,
00
0

1,
50
9,
20
1,
75
4

74
8,
00
3,
45
2

73
1,
00
0,
00
0

8,
48
9,
00
0

21
,7
09
,3
02

河
川

改
修

費
3,
60
0,
00
0,
00
0

3,
23
1,
12
7,
52
5

1,
21
4,
56
1,
87
8

1,
36
6,
00
0,
00
0

53
3,
12
3,
02
9

11
7,
44
2,
61
8

県
単

独
砂

防
改

良
費

72
,0
00
,0
00

58
,2
23
,4
90

54
,0
00
,0
00

4,
22
3,
49
0

県
単

独
砂

防
維

持
修

繕
費

26
5,
00
0,
00
0

24
4,
23
2,
84
8

11
8,
00
0,
00
0

12
6,
23
2,
84
8

3
河

川
海

岸
費

小
規
模
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
 

補
助

金
73
,0
00
,0
00

57
,8
85
,1
50

57
,0
00
,0
00

88
5,
15
0

砂
防

総
合

交
付

金
事

業
費

84
3,
00
0,
00
0

76
4,
01
7,
90
5

34
0,
52
7,
30
9

26
4,
00
0,
00
0

15
9,
49
0,
59
6

砂
防

関
係

施
設

整
備

費
2,
66
5,
00
0,
00
0

2,
44
6,
92
9,
10
0

1,
22
0,
82
5,
49
1

1,
00
4,
00
0,
00
0

22
2,
10
3,
60
9

立
山

砂
防

・
県

営
砂

防
施

設
群

価
値

付
け

事
業

費
7,
00
0,
00
0

7,
00
0,
00
0

3,
50
0,
00
0

3,
50
0,
00
0

立
山
カ
ル
デ
ラ
砂
防
博
物
館
 

管
理

運
営

費
1,
50
0,
00
0

1,
50
0,
00
0

75
0,
00
0

75
0,
00
0



富山県繰越明許費繰越計算書

57―　　―

海
岸

保
全

事
業

費
42
4,
20
0,
00
0

90
,8
72
,7
31

45
,3
36
,3
66

42
,0
00
,0
00

3,
53
6,
36
5

8
土

木
費

海
岸

環
境

保
全

事
業

費
50
,0
00
,0
00

50
,0
00
,0
00

35
,0
00
,0
00

15
,0
00
,0
00

県
単

独
海

岸
整

備
事

業
費

50
,0
00
,0
00

30
,1
63
,4
95

30
,1
63
,4
95

海
岸

総
合

交
付

金
事

業
費

32
5,
00
0,
00
0

20
4,
41
5,
00
0

97
,4
67
,5
01

96
,0
00
,0
00

10
,9
47
,4
99

港
湾

海
岸

保
全

事
業

費
50
,0
00
,0
00

29
,8
00
,0
00

14
,9
00
,0
00

13
,0
00
,0
00

1,
90
0,
00
0

港
湾

海
岸

総
合

交
付

金
事

業
費

19
9,
00
0,
00
0

11
0,
87
8,
82
9

51
,0
68
,6
10

57
,0
00
,0
00

2,
81
0,
21
9

県
単

独
港

湾
運

河
維

持
修

繕
費

17
7,
00
0,
00
0

13
5,
39
3,
64
5

67
,0
00
,0
00

68
,3
93
,6
45

公
益
財
団
法
人
伏
木
富
山
港

 ・
海
王
丸
財
団
運
営
事
業
費

1,
50
0,
00
0

1,
50
0,
00
0

75
0,
00
0

75
0,
00
0

県
単

独
港

湾
改

良
整

備
費

45
,0
00
,0
00

23
,9
43
,9
98

9,
57
7,
59
9

3,
00
0,
00
0

11
,3
66
,3
99

港
湾

調
査

費
85
,0
61
,0
00

85
,0
61
,0
00

42
,5
30
,5
00

42
,5
30
,5
00

4
港
　
　
湾
　
　
費

伏
木
富
山
港
港
湾
公
害
防
止
 

対
策

費
30
,0
00
,0
00

21
,7
65
,7
08

10
,8
82
,8
54

10
,8
82
,8
54

港
湾

総
合

交
付

金
事

業
費

77
7,
00
0,
00
0

29
4,
77
1,
99
3

11
4,
11
0,
08
3

16
3,
00
0,
00
0

17
,6
61
,9
10

港
湾

予
防

保
全

事
業

費
45
9,
00
0,
00
0

11
9,
86
6,
82
9

42
,1
95
,8
70

70
,0
00
,0
00

7,
67
0,
95
9

伏
木

富
山

港
改

良
整

備
費

50
,0
00
,0
00

32
,6
62
,3
11

16
,3
31
,1
56

15
,0
00
,0
00

1,
33
1,
15
5

県
単

独
空

港
整

備
費

10
,0
00
,0
00

9,
79
1,
18
0

9,
79
1,
18
0

富
山

空
港

整
備

費
98
,0
00
,0
00

98
,0
00
,0
00

49
,0
00
,0
00

44
,0
00
,0
00

5,
00
0,
00
0
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

組
合
土
地

区
画
整
理
事
業
費

84
,0
00
,0
00

83
,9
00
,6
36

46
,1
45
,3
50

18
,0
00
,0
00

18
,8
79
,0
00

87
6,
28
6

市
町
村
都
市
計
画
土
地
区
画

整
理

事
業

費
補

助
金

12
,0
00
,0
00

14
2,
00
0

14
2,
00
0

県
単

独
都

市
計

画
街

路
改

良
費

26
0,
50
0,
00
0

12
2,
21
9,
09
6

25
,0
47
,0
00

56
,0
00
,0
00

22
,6
49
,4
00

18
,5
22
,6
96

都
市
計
画
街
路
事
業
推
進
費

11
,0
00
,0
00

6,
70
0,
00
0

2,
68
0,
00
0

4,
02
0,
00
0

5
都

市
計

画
費

都
市
計
画
街
路
総
合
交
付
金
 

事
業

費
45
1,
00
0,
00
0

29
6,
82
7,
93
6

35
,7
86
,0
00

15
6,
83
1,
65
6

64
,0
00
,0
00

36
,1
63
,0
00

4,
04
7,
28
0

街
路

事
業

費
2,
41
2,
60
0,
00
0

1,
62
6,
20
1,
94
7

29
,3
71
,0
00

86
8,
07
5,
25
9

32
8,
00
0,
00
0

32
8,
75
2,
00
0

72
,0
03
,6
88

県
単

独
都

市
公

園
維

持
管

理
費

9,
58
6,
00
0

県
単

独
都

市
公

園
施

設
整

備
費

41
6,
30
0,
00
0

19
0,
35
3,
85
2

13
7,
00
0,
00
0

53
,3
53
,8
52

都
市

公
園

総
合

交
付

金
事

業
費

39
8,
00
0,
00
0

26
7,
95
3,
09
0

83
,2
87
,3
45

14
6,
00
0,
00
0

38
,6
65
,7
45

県
営

住
宅

維
持

管
理

費
46
,5
00
,0
00

33
,5
54
,7
52

9,
89
1,
00
0

8,
00
0,
00
0

15
,6
63
,7
52

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

整
備

事
業

費
11
4,
90
0,
00
0

85
,1
60
,3
27

30
,6
59
,0
00

26
,0
00
,0
00

28
,5
01
,3
27

6
住

宅
費

開
発

指
導

監
督

事
業

費
9,
00
0,
00
0

6,
60
0,
00
0

3,
30
0,
00
0

3,
30
0,
00
0

空
き

家
対

策
推

進
事

業
費

50
0,
00
0

50
0,
00
0

50
0,
00
0

安
全
  ・

安
心

と
や

ま
の

住
ま
い
耐
震
化
促
進
事
業
費

32
,5
00
,0
00

10
,5
94
,0
00

5,
25
0,
00
0

5,
34
4,
00
0
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宅
地

液
状

化
等

復
旧

支
援

事
業

費
90
,0
00
,0
00

64
,8
22
,0
00

64
,8
22
,0
00

交
通

安
全

施
設

費
23
6,
20
0,
00
0

21
6,
20
0,
00
0

41
,3
79
,0
00

15
6,
00
0,
00
0

16
,1
21
,0
00

2,
70
0,
00
0

交
通
安
全
施
設
維
持
管
理
費

40
,0
00
,0
00

4,
00
0,
00
0

3,
00
0,
00
0

1,
00
0,
00
0

通
信

･
航

空
機

運
用

費
45
,2
71
,0
00

45
,2
71
,0
00

45
,2
71
,0
00

9
警

察
費

1
警

察
管

理
費

警
察

施
設

補
修

費
16
,8
96
,0
00

16
,8
96
,0
00

16
,0
00
,0
00

89
6,
00
0

警
察

署
庁

舎
建

設
費

44
2,
75
4,
00
0

44
1,
84
3,
00
0

34
0,
00
0,
00
0

10
1,
84
3,
00
0

駐
在
所

･
交
番
庁
舎
建
設
費

87
,4
98
,0
00

46
,4
19
,0
00

34
,0
00
,0
00

12
,4
19
,0
00

自
動

車
運

転
免

許
事

務
費

10
,5
54
,0
00

教
職

員
人

事
企

画
管

理
費

8,
33
0,
00
0

5,
06
5,
00
0

5,
06
5,
00
0

教
育

指
導

研
究

推
進

費
13
,1
00
,0
00

7,
60
0,
00
0

1,
05
0,
00
0

6,
55
0,
00
0

進
路

指
導

推
進

費
16
,8
78
,0
00

16
,8
78
,0
00

8,
43
9,
00
0

8,
43
9,
00
0

特
別

支
援

教
育

振
興

費
8,
52
0,
00
0

8,
52
0,
00
0

4,
26
0,
00
0

4,
26
0,
00
0

1
教

育
総

務
費

県
立

学
校

教
育

指
導

研
究

推
進

費
22
,2
50
,0
00

22
,2
50
,0
00

11
,1
25
,0
00

1,
52
0,
00
0

9,
60
5,
00
0

県
立

学
校

教
育

振
興

計
画

推
進

費
12
,5
90
,0
00

12
,5
90
,0
00

6,
29
4,
00
0

6,
29
6,
00
0

県
民

生
涯

学
習

カ
レ

ッ
ジ

運
営

費
2,
20
0,
00
0

2,
20
0,
00
0

1,
10
0,
00
0

1,
10
0,
00
0

未
来

を
拓

く
と

や
ま

高
校

生
グ

ロ
ー

バ
ル

人
材

育
成

事
業

費
1,
00
0,
00
0

1,
00
0,
00
0

50
0,
00
0

50
0,
00
0
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

私
立
学
校

振
興
推
進
事
業
費

15
,0
00
,0
00

15
,0
00
,0
00

15
,0
00
,0
00

高
等

教
育

機
関

整
備

企
画

推
進

費
24
,9
69
,0
00

24
,9
69
,0
00

7,
94
1,
00
0

17
,0
28
,0
00

学
校

修
繕

費
（

全
日

制
）

17
9,
29
4,
00
0

16
6,
38
6,
00
0

20
,0
00
,0
00

13
8,
00
0,
00
0

8,
38
6,
00
0

4
高

等
学

校
費

学
校

修
繕

費
（

定
時

制
）

34
,6
75
,0
00

34
,3
72
,0
00

32
,0
00
,0
00

2,
37
2,
00
0

高
等

学
校

建
設

事
業

費
1,
12
5,
70
2,
00
0

82
9,
42
6,
98
5

73
7,
00
0,
00
0

92
,4
26
,9
85

高
等

学
校

校
舎

等
リ

フ
レ

ッ
シ

ュ
事

業
費

33
1,
33
5,
00
0

30
6,
20
0,
00
0

23
3,
00
0,
00
0

73
,2
00
,0
00

10
教

育
費

5
特
別
支
援
学
校
費

学
校

修
繕

費
（

特
別

支
援

）
15
7,
91
9,
00
0

15
6,
92
9,
00
0

15
0,
00
0,
00
0

6,
92
9,
00
0

特
別
支
援
学
校
建
設
事
業
費

25
4,
00
7,
00
0

24
5,
36
2,
86
0

21
5,
00
0,
00
0

30
,3
62
,8
60

6
大
　
　
学
　
　
費

公
立
大
学
法
人
振
興
事
業
費

41
3,
05
6,
00
0

41
3,
05
6,
00
0

53
,5
51
,0
00

24
2,
00
0,
00
0

11
7,
50
5,
00
0

青
少
年
教
育
施
設
等
管
理
費

46
,3
47
,0
00

46
,3
46
,3
00

46
,0
00
,0
00

34
6,
30
0

家
庭

教
育

推
進

費
2,
00
0,
00
0

2,
00
0,
00
0

1,
00
0,
00
0

1,
00
0,
00
0

県
立

文
化

ホ
ー

ル
管

理
運

営
費

69
,1
14
,0
00

38
,9
49
,0
00

29
,7
00
,0
00

69
7,
20
0

8,
55
1,
80
0

芸
術

文
化

活
動

推
進

費
3,
37
5,
00
0

3,
37
5,
00
0

3,
37
5,
00
0

7
社

会
教

育
費

学
校

文
化

活
動

推
進

費
1,
40
0,
00
0

1,
40
0,
00
0

70
0,
00
0

70
0,
00
0
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博
物

館
活

動
推

進
費

19
,4
20
,0
00

17
,0
36
,0
00

1,
36
0,
00
0

15
,6
76
,0
00

立
山

博
物

館
管

理
運

営
費

19
,9
48
,0
00

12
,5
86
,0
00

9,
00
0,
00
0

3,
58
6,
00
0

富
山
県
美
術
館
管
理
運
営
費

11
0,
50
2,
00
0

11
0,
00
2,
00
0

8,
70
5,
00
0

76
,0
00
,0
00

25
,2
97
,0
00

工
芸

発
信

事
業

費
1,
00
0,
00
0

1,
00
0,
00
0

50
0,
00
0

50
0,
00
0

ス
ポ

ー
ツ

行
事

奨
励

費
22
,5
00
,0
00

22
,5
00
,0
00

11
,2
50
,0
00

11
,2
50
,0
00

8
保

健
体

育
費

競
技
力
向
上
等
推
進
事
業
費

3,
00
0,
00
0

3,
00
0,
00
0

1,
50
0,
00
0

1,
50
0,
00
0

ス
ポ

ー
ツ

活
性

化
推

進
事

業
費

25
,2
00
,0
00

25
,2
00
,0
00

7,
02
6,
00
0

4,
66
0,
00
0

13
,5
14
,0
00

ス
ポ

ー
ツ

施
設

リ
フ

レ
ッ

シ
ュ

事
業

費
58
,9
24
,0
00

58
,9
24
,0
00

51
,0
00
,0
00

7,
92
4,
00
0

災
害

農
地

復
旧

事
業

費
2,
00
0,
00
0,
00
0

1,
46
2,
85
1,
32
6

1,
46
2,
85
1,
32
6

県
営

農
地

災
害

復
旧

費
70
,0
00
,0
00

17
,3
21
,9
00

10
,8
49
,4
40

2,
00
0,
00
0

1,
94
3,
13
1

2,
52
9,
32
9

1
農
林
水
産
業
施
設
 

災
害

復
旧

費
漁

港
災

害
復

旧
費

63
2,
00
0,
00
0

37
2,
28
7,
67
0

21
6,
64
2,
00
0

15
5,
50
0,
00
0

14
5,
67
0

11
災

害
復

旧
費

県
単

独
漁

港
災

害
復

旧
費

90
,5
00
,0
00

90
,5
00
,0
00

90
,5
00
,0
00

林
道

災
害

復
旧

事
業

費
15
5,
84
3,
00
0

15
5,
84
3,
00
0

15
5,
84
3,
00
0

道
路

災
害

復
旧

費
1,
41
4,
00
0,
00
0

1,
09
7,
78
0,
14
0

41
5,
87
9,
09
1

33
4,
70
0,
00
0

34
7,
20
1,
04
9

2
公

共
土

木
施

設
災

害
復

旧
費

河
川

災
害

復
旧

費
1,
73
4,
00
0,
00
0

1,
55
7,
04
5,
38
8

37
6,
80
0,
61
3

37
1,
80
0,
00
0

80
8,
44
4,
77
5

港
湾

災
害

復
旧

費
29
0,
00
0,
00
0

21
1,
13
9,
30
0

93
,7
35
,6
50

93
,0
00
,0
00

24
,4
03
,6
50
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計
　
　
　
　
計

84
,7
50
,7
43
,0
00

70
,2
24
,8
02
,2
81

43
6,
59
0,
65
1

35
,4
73
,6
81
,1
44

22
,8
28
,2
00
,0
00

3,
57
4,
78
6,
99
5

7,
91
1,
54
3,
49
1

1
総

務
費

1
総

務
管

理
費

自
動

車
管

理
費

11
,4
00
,0
00

11
,4
00
,0
00

10
,0
00
,0
00

1,
40
0,
00
0

2
土

木
費

2
県
単
独
公
共
用
地
 

先
行
取
得
事
業
費

県
単
独
公
共
用
地
特
別
先
行
 

取
得

事
業

費
24
6,
00
0,
00
0

14
7,
70
1,
57
0

14
7,
00
0,
00
0

70
1,
57
0

1
土

木
費

1
港
　
　
湾
　
　
費

伏
木
富
山
港
伏
木
地
区
港
湾

関
連

用
地

造
成

事
業

費
18
4,
00
0,
00
0

16
9,
47
4,
10
2

16
9,
00
0,
00
0

47
4,
10
2

特
　
　
　
　
別
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計
　
　
　
　
計

44
1,
40
0,
00
0

32
8,
57
5,
67
2

32
6,
00
0,
00
0

2,
10
1,
57
0

47
4,
10
2

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

85
,1
92
,1
43
,0
00

70
,5
53
,3
77
,9
53

43
6,
59
0,
65
1

35
,4
73
,6
81
,1
44

23
,1
54
,2
00
,0
00

3,
57
6,
88
8,
56
5

7,
91
2,
01
7,
59
3

令
和

 8
 年

 6
 月

1
0日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗
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6
農

林
水

産
業

費

1
農

業
費

担
い
手
確
保

･
育
成

強
化

事
業

費
9,
00
0,
00
0

21
,0
00

8,
97
9,
00
0

8,
97
9,
00
0

8,
97
9,
00
0

機
械
の
納
入
が
遅

延
し
、
事
業
の
着

手
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

3
農

地
費

団
体

営
農

村
地

域
防

災
減

災
事

業
費

15
0,
12
1,
00
0
11
3
,9
92
, 00

0
36
,1
29
,0
00

36
,1
29
,0
00

36
,1
29
, 00
0

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
事

業
関
係
者
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

4
林

業
費

団
体

営
林

道
改

良
交

付
金

事
業

費
79
,2
67
,2
00

73
,5
49
,6
00

5,
71
7,
60
0

5,
71
7,
60
0

4,
08
4,
00
0

1,
63
3,
60
0

被
災
運
搬
路
の
資

材
調
達
に
不
測
の

日
数
を
要
し
た
た

め

緊
急

治
山

事
業

費
16
5,
22
0,
90
0
11
2,
42
0,
90
0

52
,8
00
,0
00

52
,8
00
,0
00

35
,2
00
, 00
0
17
,0
00
, 00
0

60
0,
00
0

地
す
べ
り
が
想
定

通
り
終
息
せ
ず
、

工
法
の
検
討
に
不

測
の
日
数
を
要
し

た
た
め

7
商

工
費

2
工

鉱
業

費
中

小
企

業
振

興
事

業
費

2,
64
7,
12
5, 00
0
2,
2
55
,0
08
,

00
0
39
2,
11
7,
00
0

39
2,
11
7,
00
0

26
1,
40
9, 00
0

13
0,
70
8,
00
0

関
連
公
共
工
事
の

遅
れ
に
よ
り
、
復

旧
工
事
の
施
工
に

不
測
の
日
数
を
要

し
た
た
め

1
土
木
管
理
費

建
設

業
経

営
基

盤
安

定
支

援
事

業
費

9,
02
0,
00
0

9,
02
0,
00
0

9,
02
0,
00
0

9,
02
0,
00
0

車
両
の
納
入
が
遅

延
し
、
事
業
の
着

手
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

8
土

木
費

3
河
川
海
岸
費

河
川

改
修

費
23
3,
20
0,
00
0
16
9,
62
0,
00
0

63
,5
80
,0
00

63
,5
80
,0
00

9,
46
6,
87
7
2,
00
0,
00
0
42
,5
20
, 00
0

9,
59
3,
12
3

資
材
運
搬
通
路
が

欠
損
し
、
事
業
の

着
手
に
不
測
の
日

数
を
要
し
た
た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
 8
  
号

令
和

  
7
 
年

度
富

山
県

事
故

繰
越

し
繰

越
計

算
書

款
項

事
　
　
業
　
　
名

支
出
負
担

行
 為

 額

左
　
の
　
内
　
訳

支
出
負
担

行
　
　
為

予
 定

 額

翌
 年

 度

繰
 越

 額

左
　
　
の
　
　
財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳

説
　
　
　
　
明

支
出
済
額

支
　
　
出

未
 済

 額

既
 収

 入
特
定
財
源

未
収

入
特

定
財

源
一
般
財
源

国
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

款
項

事
　
　
業
　
　
名

支
出
負
担

行
 為

 額

左
　
の
　
内
　
訳

支
出
負
担

行
　
　
為

予
 定

 額

翌
 年

 度

繰
 越

 額

左
　
　
の
　
　
財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳

説
　
　
　
　
明

支
出
済
額

支
　
　
出

未
 済

 額

既
 収

 入
特
定
財
源

未
収

入
特

定
財

源
一
般
財
源

国
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

4
港

湾
費

港
湾
施
設
特
別
会
計

繰
出

金
25
,1
58
,0
52

25
,1
58
,0
52

25
,1
58
,0
52

16
,7
00
, 00
0

8,
20
0,
00
0

25
8,
05
2

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
工

事
の
施
工
等
に
不

測
の
日
数
を
要
し

た
た
め

6
住

宅
費

安
全
・
安
心
と
や
ま

の
住

ま
い

耐
震

化
促

進
事

業
費

39
,3
00
,0
00

38
,1
00
,0
00

1,
20
0,
00
0

1,
20
0,
00
0

60
0,
00
0

60
0,
00
0

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
工

事
の
着
手
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

10
教

育
費

8
保
健
体
育
費

ス
ポ

ー
ツ

施
設

リ
フ

レ
ッ

シ
ュ

事
業

費

15
3,
71
1,
80
0

15
3,
71
1,
80
0

15
3,
71
1,
80
0
15
3,
70
0, 00
0

11
,8
00

補
修
数
量
の
大
幅

な
増
加
が
必
要
と

な
り
、
工
事
の
施

工
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

1
農
林
水
産
業

施
設

災
害

復
旧

費

災
害

農
地

復
旧

事
業

費
83
5,
39
9,
84
4
49
3,
36
6,
98
6
34
2,
03
2,
85
8

34
2,
03
2,
85
8

34
2,
03
2, 85
8

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
事

業
関
係
者
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

県
単

独
漁

港
災

害
復

旧
費

11
0,
24
4,
24
7

55
,9
24
,2
47

54
,3
20
,0
00

54
,3
20
,0
00

54
,3
00
, 00
0

20
,0
00

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
事

業
関
係
者
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

林
道

災
害

復
旧

事
業

費
22
1,
55
3,
10
0
21
1,
34
2,
10
0

10
,2
11
,0
00

10
,2
11
,0
00

10
,2
11
, 00
0

工
事
箇
所
へ
の
進

入
路
の
利
用
承
諾

に
あ
た
り
、
事
業

関
係
者
と
の
調
整

に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

11
災
害
復
旧
費

直
轄

災
害

復
旧

事
業

費
負

担
金

39
0,
23
7,
00
0

39
0,
23
7,
00
0

39
0,
23
7,
00
0
23
6,
00
0, 00
0

15
4,
20
0, 00
0

37
,0
00

工
程
の
変
更
が
必

要
に
な
り
、
対
応

に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め
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道
路

災
害

復
旧

費
48
5,
94
1,
50
0
42
3,
05
0,
00
0

62
,8
91
,5
00

62
,8
91
,5
00

62
,8
91
,5
00

用
地
補
償
に
あ
た

り
、
事
業
関
係
者

と
の
調
整
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

2
公

共
土

木
施

設
災

害
復
　
旧
　
費

橋
り

ょ
う

災
害

復
旧

費
58
,0
69
,0
00

23
,2
20
,0
00

34
,8
49
,0
00

34
,8
49
,0
00

9,
20
0,
00
0
23
,2
44
, 28
3
2,
30
0,
00
0

10
4,
71
7

工
事
中
に
発
生
し

た
障
害
に
よ
り
、

対
応
検
討
及
び
施

工
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

河
川

災
害

復
旧

費
76
8,
88
0,
91
9
24
5,
69
0,
00
0
52
3,
19
0,
91
9

52
3,
19
0,
91
9
9
6,
60
0, 00

0
26
6,
01
5, 87
4
39
,1
00
, 00
0

12
1,
47
5,
04
5

仮
設
計
画
の
策
定

に
あ
た
り
、
事
業

関
係
者
と
の
調
整

に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

港
湾

災
害

復
旧

費
61
6,
54
8,
94
8
19
7,
12
4,
00
0
41
9,
42
4,
94
8

41
9,
42
4,
94
8
7
6,
10
0, 00

0
18
2,
47
0, 19
8
14
,9
00
, 00
0

14
5,
95
4,
75
0

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
工

事
の
施
工
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

一
　
　
　
般
　
　
　
会
　
　
　
計
　
　
　
計

6,
99
7,
99
8, 51
0
4,
41
2,
42
8, 83
3
2,
58
5,
56
9, 67
7

2,
58
5,
56
9, 67
7
6
42
,6
00
,

00
0
1,
17
0,

86
3,
09
0
23
7,
70
0, 00
0
51
,5
40
, 00
0
48
2,
86
6,
58
7

2
土

木
費

2
県
単
独
公
共

用
地

先
行

取
得
事
業
費

県
単

独
公

共
用

地
特

別
先

行
取

得
事

業
費

15
1,
66
9,
71
0
10
6,
16
0,
00
0

45
,5
09
,7
10

45
,5
09
,7
10

45
,0
00
, 00
0

50
9,
71
0

用
地
補
償
に
あ
た

り
、
事
業
関
係
者

と
の
調
整
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

1
土

木
費

1
港

湾
費

荷
役
機
械
災
害
復

旧
事

業
費

25
,0
00
,0
00

25
,0
00
,0
00

25
,0
00
,0
00

7
,5
00
, 00

0
5,
00
0,
00
0

12
,5
00
,0
00

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
事

業
関
係
者
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

ふ
頭
用
地
災
害
復
旧

事
業

費
33
,3
20
,5
00

8,
16
2,
44
8

25
,1
58
,0
52

25
,1
58
,0
52

9,
40
0,
00
0

3,
10
0,
00
0

12
,6
58
,0
52

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
事

業
関
係
者
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計
　
　
　
計

20
9,
99
0,
21
0
11
4,
32
2,
44
8

95
,6
67
,7
62

95
,6
67
,7
62

16
,9
00
, 00
0

53
,1
00
, 00
0

50
9,
71
0

25
,1
58
,0
52
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円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

款
項

事
　
　
業
　
　
名

支
出
負
担

行
 為

 額

左
　
の
　
内
　
訳

支
出
負
担

行
　
　
為

予
 定

 額

翌
 年

 度

繰
 越

 額

左
　
　
の
　
　
財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳

説
　
　
　
　
明

支
出
済
額

支
　
　
出

未
 済

 額

既
 収

 入
特
定
財
源

未
収

入
特

定
財

源
一
般
財
源

国
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

7,
20
7,
98
8, 72
0
4,
52
6,
75
1, 28
1
2,
68
1,
23
7, 43
9

2,
68
1,
23
7, 43
9
65
9,
50
0, 00
0
1,
17
0,

86
3,
09
0
29
0,
80
0, 00
0
52
,0
49
, 71
0
50
8,
02
4,
63
9

令
和

 8
 年

 6
 月

1
0日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗



富山県病院事業会計予算繰越計算書
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1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

固
定
資
産
改

良
費

56
2,
45
7,
00
0

56
2,
45
7,
00
0

55
0,
00
0,
00
0

12
,4
57
,0
00

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

医
療
機
器
整
備
費

39
,7
10
,0
00

39
,7
10
,0
00

39
,0
00
,0
00

71
0,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

病
院

総
合

情
報

シ
ス
テ
ム
開
発
費

37
,6
20
,0
00

37
,6
20
,0
00

10
,1
62
,0
00

27
,1
00
,0
00

35
8,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
63
9,
78
7,
0
00

63
9,
78
7,
00
0

10
,1
62
,0
00

61
6,
10
0,
00
0

13
,5
25
,0
00

な
お

、
企

業
債

（
経

営
改

善
推

進
事

業
）
 
 1
,6
9
5
,5
0
0
,0
0
0 
円

の
借

入
れ

は
、

翌
年

度
に

繰
り

越
す

も
の

と
す

る
。

令
和

 8
 年

 6
 月

1
0日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
 9
  
号

令
和

 7
 年

度
富

山
県

病
院

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他



富山県流域下水道事業会計予算繰越計算書
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1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

流
域

下
水

道
事

業
費

1,
21
0,
29
2,
03
9

1,
21
0,
29
2,
03
9

71
4,
01
7,
02
8

24
8,
20
0,
00
0

24
8,
07
5,
01
1

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
1,
21
0,
29
2,
0
39

1,
21
0,
29
2,
03
9

71
4,
01
7,
02
8

24
8,
20
0,
00
0

24
8,
07
5,
01
1

 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事

故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

1　
事

業
費

1 
営
 
業
 
費
 
用

委
託

料
3,
23
4,
00
0

3,
23
4,
00
0

3,
23
4,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

工
事

請
負

費
70
4,
54
9,
37
3

70
4,
54
9,
37
3

70
4,
54
9,
37
3

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

受
託

事
業

費
45
,2
23
,1
39

45
,2
23
,1
39

45
,2
23
,1
39

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

流
域

下
水

道
事

業
費

56
,9
41
,7
59

56
,9
41
,7
59

28
,4
70
,8
80

14
,3
00
,0
00

14
,1
70
,8
79

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
1
0 

号
令

和
 7
 年

度
富

山
県

流
域

下
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他
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計
80
9,
94
8,
27
1

80
9,
94
8,
27
1

28
,4
70
,8
80

1
4
,3
0
0
,0
0
0

76
7,
17
7,
39
1

令
和

 8
 年

 6
 月

1
0日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗



富山県電気事業会計予算繰越計算書
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1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

固
定
資
産
改

良
費

87
6,
62
2,
70
0

87
6,
62
2,
70
0

87
6,
62
2,
70
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

発
電

所
老

朽
化

対
策

事
業

費
7,
06
2,
63
2,
00
0
2,
97
4,
72
1,
64
8
4,
08
7,
91
0,
35
2

4
,0
87
,0
00
,0
00

91
0,
35
2

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
7,
93
9,
25
4,
7
00

2,
97
4,
72
1,
64
8
4,
96
4,
53
3,
05
2

4
,0
87
,0
00
,0
00

87
7,
53
3,
05
2

 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

修
　

繕
　

費
12
0,
85
8,
10
0

12
0,
85
8,
10
0

12
0,
85
8,
10
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1 
営
 
業
 
費
 
用

補
　

償
　

費
2,
67
5,
40
8

2,
67
5,
40
8

2,
67
5,
40
8

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1　
事

業
費

委
　

託
　

料
72
,9
74
,3
42

72
,9
74
,3
42

72
,9
74
,3
42

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
1
1 

号
令

和
 7
 年

度
富

山
県

電
気

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他
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固
定
資
産
除

却
費

2,
72
6,
01
9

2,
72
6,
01
9

2,
72
6,
01
9

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

4
特

別
損

失
そ
の
他
特
別
損
失

31
5,
37
6,
00
0

78
,5
65
,0
00

23
6,
81
1,
00
0

23
6,
00
0,
00
0

81
1,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

発
電

所
老

朽
化

対
策

事
業

費
1,
43
4,
20
0,
0
00

87
3,
44
0,
50
0

56
0,
75
9,
50
0

56
0,
00
0,
00
0

75
9,
50
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
1,
94
8,
80
9,
8
69

95
2,
00
5,
50
0

99
6,
80
4,
36
9

79
6,
00
0,
00
0

20
0,
80
4,
36
9

令
和

 8
 年

 6
 月

1
0日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗



富山県水道事業会計予算繰越計算書
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1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

西
部

水
道

用
水

供
給

事
業

費
19
3,
34
9,
42
7

19
3,
34
9,
42
7

90
,0
00
,0
00

10
3,
34
9,
42
7

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
改
良
費

37
3,
47
0,
94
8

37
3,
47
0,
94
8

10
3,
00
0,
00
0

27
0,
47
0,
94
8

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
56
6,
82
0,
37
5

56
6,
82
0,
37
5

19
3,
00
0,
00
0

37
3,
82
0,
37
5

 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

1　
事

業
費

1 
営

 業
 費

 用

修
繕

費
9,
52
9,
55
2

9,
52
9,
55
2

9,
52
9,
55
2

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

委
託

料
40
,7
00
,0
00

40
,7
00
,0
00

40
,7
00
,0
00

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
除
却
費

10
,1
16
,7
44

10
,1
16
,7
44

10
,1
16
,7
44

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
1
2 

号
令

和
 7
 年

度
富

山
県

水
道

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他
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1
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

西
部

水
道

用
水

供
給

事
業

費
57
0,
34
0,
00
0

24
0,
90
0,
00
0

32
9,
44
0,
00
0

22
9,
00
0,
00
0

10
0,
44
0,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
改
良
費

41
,9
57
,0
82

41
,9
57
,0
82

9,
00
0,
00
0

32
,9
57
,0
82

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
67
2,
64
3,
37
8

24
0,
90
0,
00
0

43
1,
74
3,
37
8

23
8,
00
0,
00
0

19
3,
74
3,
37
8

令
和

 8
 年

 6
 月

1
0日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗
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1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

富
山

県
西

部
工

業
用

水
道

建
設

事
業

費
70
3,
55
0,
22
6

70
3,
55
0,
22
6

67
2,
00
0,
00
0

31
,5
50
,2
26

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

富
山

八
尾

中
核

工
業
団
地
工
業
用

水
道
建
設
事
業
費

9,
25
7,
03
4

9,
25
7,
03
4

9,
25
7,
03
4

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

利
賀

川
工

業
用

水
道
建

設
事

業
費

60
7,
31
3

60
7,
31
3

60
7,
31
3

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
改
良
費

14
3,
77
6,
86
5

14
3,
77
6,
86
5

13
6,
00
0,
00
0

7,
77
6,
86
5

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

2
受

託
工

事
費

受
託

工
事

費
11
,2
40
,8
53

11
,2
40
,8
53

1
1
,2
4
0
,8
5
3

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
86
8,
43
2,
2
91

86
8,
43
2,
29
1

80
8,
00
0,
00
0

60
,4
32
,2
91

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
1
3 

号
令

和
 7
 年

度
富

山
県

工
業

用
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他
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 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

1　
事

業
費

修
繕

費
12
8,
64
4,
35
0

12
8,
64
4,
35
0

12
8,
64
4,
35
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1 
営

 業
 費

 用
委

託
料

74
,1
79
,5
39

74
,1
79
,5
39

74
,1
79
,5
39

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
除
却
費

87
3,
76
0

87
3,
76
0

87
3,
76
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

2
営

業
外

費
用

受
託

事
業

費
用

19
9,
72
3

19
9,
72
3

1
9
9
,7
2
3

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

富
山

県
西

部
工

業
用

水
道

建
設

事
業

費
90
7,
23
6,
0
00

90
7,
23
6,
00
0

68
1,
00
0,
00
0

22
6,
23
6,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
改
良
費

10
,4
57
,0
82

10
,4
57
,0
82

7,
00
0,
00
0

3,
45
7,
08
2

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
1,
12
1,
59
0,
45
4

1,
12
1,
59
0,
45
4

68
8,
00
0,
00
0

43
3,
59
0,
45
4

令
和

 8
 年

 6
 月

1
0日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗

円
円

円
円

円
円

円
円
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